
 

 

「見える化」推進の手引 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市 行政透明推進課 



目次［INDEX］ 

 

１ 「見える化」推進の手引の概要       １ 

 （１）「見える化」の意義        １ 

 （２）「見える化」の現状        １ 

 （３）「見える化」推進の手引の役割      ２ 

  

２ 「見える化」推進体制について       ３ 

 （１）「見える化」推進体制とは       ３ 

 （２）「見える化」推進責任者及び推進者の役割     ３ 

 （３）「見える化」推進責任者会議及び「見える化」推進者会議の役割  ３ 

 （４）情報提供状況の点検、改善の検討等について」推進者会議の役割  ３ 

   

３ 市政情報の提供の推進に関する要綱の解釈運用について   ４ 

第１条 趣旨         ４ 

 第２条 提供義務情報        ５ 

第３条 提供推進情報        ７ 

第４条 提供の方法       １１ 

 第５条 提供の時期及び期間      １３ 

第６条 行政資料の配置依頼等      １４ 

第７条 他の制度との調整       １４ 

 附則          １４ 

 別記様式の記載に当たっての留意事項     １５ 

 

４ 附属機関等の会議の公開に関する要綱の解釈運用について  １６ 

 第１条 目的        １６ 

 第２条 定義        １６ 

 第３条 附属機関等に関する情報の提供     １７ 

 第４条 会議の非公開       １９ 

 第５条 会議の公開方法等       ２１ 

 第６条 会議開催の周知       ２３ 

 第７条 会議結果の作成及び公開      ２４ 

 第８条 会議録の作成及び公開      ２６ 

 第９条 会議結果等の公開期間      ２７ 

 第１０条 会議結果等の管理      ２８ 



 

 第１１条 運用状況の公表       ２８ 

 第１２条 その他        ２８ 

 法的根拠と運用        ２９ 

 附属機関等の会議の公開フロー      ３０ 

 ホームページコンテンツの作成手順     ３１ 

 「会議の開催結果等をつづる専用ファイル」の作成手順   ３４ 

 様式記載例         ３６ 

 様式記載に当たっての補足事項      ３８ 

 その他の留意事項        ４１ 

 【参考】「会議開催のお知らせ掲示板」        ４２ 

 

５ 区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱の解釈運用について ４４ 

 第１条 目的        ４４ 

 第２条 定義        ４４ 

 第３条 設置        ４５ 

 第４条 所管        ４５ 

 第５条 取扱事務        ４５ 

 第６条 利用日        ４７ 

 第７条 利用時間        ４７ 

 第８条 設置物        ４７ 

 第９条 行政資料の配置等       ４８ 

 別記様式の記入方法（ファイルにつづる追加分として依頼する場合） ５１ 

 別記様式の記入方法（有償頒布用として依頼する場合）   ５３ 

 第１０条 利用者の遵守事項等      ５６ 

 第１１条 コーナー配置資料の貸出し     ５６ 

 第１２条 行政資料の有償頒布      ５７ 

 第１３条 コーナー配置資料の複写     ５７ 

 第１４条 利用状況の集計       ５８ 

 第１５条 コーナー配置資料の確認及び整理    ５９ 

 第１６条 その他        ５９ 

様式記載に当たっての補足事項      ６０ 

 

６ コスト表記実施要綱の解釈運用について    ６３ 

 第１条 目的        ６３ 

 第２条 定義        ６３ 

 第３条 印刷物のコスト表記      ６５ 



 

第４条 イベントのコスト表記      ６８ 

第５条 委託調査事業のコスト表記     ７０ 

第６条 適用除外        ７１ 

第７条 その他        ７２ 

 

７ 市政情報の写しの交付に係る費用徴収要領の解釈運用について ７４ 

 第１条 趣旨        ７４ 

 第２条 写しの交付の請求先      ７４ 

 第３条 写しの交付の方法       ７５ 

第４条 写しの交付部数       ７６ 

第５条 写しの交付に係る費用徴収     ７６ 

 

８ 提供する情報についての留意事項              ７８ 

 （１）情報の内容について       ７８ 

 （２）さいたま市情報公開条例に定める不開示情報について    ７９ 

 （３）（参考）情報提供を依頼された場合の、 

不開示情報の判断方法について     ８２ 

 （４）フロー図を使用した判断の参考例            ８３ 

（５）（参考）各所属の窓口などで行政情報の情報提供を 

求められた場合の手続        ８６ 

 （６）情報開示と情報提供の違い               ８７ 

 

 

 

≪参考資料≫         ８８ 

 ＊さいたま市「見える化」推進体制の整備に関する要綱   ８９ 

 ＊さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱    ９５ 

 ＊さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱         １００ 

 ＊さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱  １０６ 

 ＊さいたま市区役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領 １１２ 

 ＊さいたま市コスト表記実施要綱        １１８ 

 ＊さいたま市市政情報の写しの交付に係る費用徴収要領     １２２ 



１ 「見える化」推進の手引の概要 

 

（１）「見える化」の意義 

本市では、「見える化」を「常に、市政情報を様々な方法により市民に提供し、市民と共

有すること」と定義しており、「市が保有する市政に関する情報を、市民のニーズに基づき

加工することや新たに作ることを含む様々な方法を用いて市民に提供することにより、市

民の誰もが、知りたいときに、容易に情報を得ることができ、その結果、市民と市が情報

を共有する状態にすること」という意味で使用しています。 
情報公開条例の目的である「市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政

情報を共有することによる市民の市政への参加の促進を図り、もって市政に対する市民の 

理解と信頼を深め、公正で透明な開かれた市政の発展に寄与する」ためには、「見える化」の

積極的な推進が不可欠です。 
 なお、一般的なビジネス用語としての「見える化」は、業務の流れを映像化やグラフ化  

などの方法により可視化し、誰でも分かるようにして当該業務に関する問題の発見や課題の 

解決につなげるものといった意味で使用されています。 
 
（２）「見える化」の現状 

ア 市民からの意見 
市民からの意見では、次のようなものが見受けられます。 
・市の現状や課題が分からない 
・市が何をしようとしているのか分からない 
・手続や基準を調べたいが、見つからない 
・事業内容が複雑で、調べても理解できない 
・制度改正や計画策定のお知らせなどの情報が掲載されていたことに気づかなかっ

た。 
イ 市民と職員の感覚の違い 

私たちは、すでに日頃から、適切な時期に必要な情報を提供していると考えていま   

すが、それが市民の要求とは違っているということが往々にしてあります。情報提供を

するかどうかを判断するときには、次の様な点を考慮するものですが、その感覚にずれ

が生じてはいませんか。 
・市民の当該事務事業に対する関心の高さ 
・市民生活における重要度の高さ 
・不開示とする情報であるかどうか（情報公開条例第７条各号の規定に基づく 不

開示情報に該当するかどうか（個人情報、審議・検討・協議情報、事務事業執行

情報など）） 
・公表のタイミングについて、反響や反応が効果的に現れるかどうか 
・計画書や調査報告書などの成果物は、概要版を作る必要があるかどうか 
・公表の方法は、市報への掲載だけでよいかどうか 
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・報道機関に対するパブリシティをするかどうか 
・ホームページは利用しやすく、分かりやすく作られているかどうか 

ウ 部署による温度差 
市政情報の提供をするかどうかの判断が各所属長の専決事項であることもあり、部署

ごとの取組状況に温度差が生じています。 
 

（３）「見える化」推進の手引の役割 

「見える化」推進の手引は、（２）に掲げられる現状を踏まえ、全庁統一的により効果的な

情報提供を行うことができるよう「さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱」、「さい

たま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」、「さいたま市区役所情報公開コーナーの設置

及び運営に関する要綱」、「さいたま市コスト表記実施要綱」及び「さいたま市市政情報の写

しの交付に係る費用徴収要領」についての解釈運用を示します。   
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２ 「見える化」推進体制について 

 

（１）「見える化」推進体制とは 

    全庁を横断する情報公開に関する推進体制を次のとおり整備することにより、市政情報の

積極的な「見える化」を全庁一体的に推進するものです。 
ア すべての部等に「見える化」推進責任者を置くとともに「見える化」推進責任者会議を

設置。 
イ すべての課所等に「見える化」推進者を置き、責任者と推進者により部等ごとに「見え

る化」推進者会議を設置。 
 
（２）「見える化」推進責任者及び推進者の役割 

ア 「見える化」推進責任者は、各部等の部長（区役所は副区長、教育委員会を除く行政委

員会は副理事等）が充てられ、次の職務を行います。 
・部等における「見える化」の推進全般に関する統括を行う。 
・部等において「見える化」推進者会議を主催する。 

イ 「見える化」推進者は各課所長等が充てられ、次の職務を行います。 
・課所における情報提供、会議公開等の現状把握と評価を行う。 

・課所内職員の「見える化」の推進に向けた意識改革を行う。 

・課所内における「見える化」の推進に関する指針等を定め、積極的な実施に努める。 
 
（３）「見える化」推進責任者会議及び「見える化」推進者会議の役割 

ア 「見える化」推進責任者会議は、総務部長を座長とし、「見える化」推進責任者を構成員

とする会議で、次の事務を所掌します。 
・情報提供、会議公開等における現状の把握と課題の整理 
・「見える化」推進のためのガイドラインの策定 
・その他、「見える化」の推進に必要な事項 

イ 「見える化」推進者会議は、「見える化」推進責任者を座長とし、各推進者を構成員とす

る会議で、次の事務を所掌します。 
・情報提供、会議公開等における現状の把握と課題の整理 
・情報を分かりやすく、かつ的確に提供できるよう工夫し実施する土壌づくり 
・上記に掲げるもののほか、「見える化」の推進に必要な事項 

 
（４）情報提供状況の点検、改善の検討等について 

    「見える化」推進者会議では、独自に各部等の実態に合わせて、情報提供の推進を図りま

すが、その際には、各課所における情報提供の実施状況の点検等を行い、現状と課題を把握

することが望まれます。また、各課所で「見える化」の推進に関する指針等を作成するなど、

「見える化」の土壌を整備します。 
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３ 市政情報の提供の推進に関する要綱の解釈運用について 

 

第１条 趣旨 

 
 
 
 
 
 

本要綱は、さいたま市情報公開条例（以下「条例」という。）第２２条第１項第１号に定める

「情報提供に係る制度の整備及び拡充」として策定したもので、情報提供の推進により条例の目

的である「市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政情報を共有することによ

る市民の市政への参加の促進を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で透明な開か

れた市政の発展に寄与する。」ことを目指しています。 

情報提供は、開示請求として受け付ける場合と比べて事務処理に要する負担が少ないのが特徴

の一つで、比較的迅速な対応が可能です。また、行政情報（保有個人情報）の開示請求で開示す

ることができる情報は、情報提供として提供できる情報と同様であることがほとんどで、さらに

情報提供による場合、情報をわかりやすく加工して提供することもできることから、市民にとっ

ても多くのメリットが見込まれます。 

市が保有する情報は市民との共有物であることを認識し、正確で分かりやすい情報を迅速かつ 

容易に提供するよう積極的に取り組むよう努めてください。 

※ 市民から情報提供の求めがあった場合、安易に開示請求を案内せず、知りたい内容をよく聞

いたうえで情報提供として処理するように心がけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［情報公開条例（第１条／第２１条／第２２条）］ 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の知る権利を保障するために、行政情報の開示を求める市民の権利を

明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の

諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政情報を共有することによる市民の市政

への参加の促進を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で透明な開かれた

市政の発展に寄与することを目的とする。 

（情報公開の総合的な推進） 

第２１条 実施機関は、行政情報の開示を行うとともに、情報提供（市政に関する正確で分かり

やすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう提供することをいう。以下同じ。）により、

情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（情報提供に係る実施機関の措置等） 

第２２条 実施機関は、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。 

 ⑴ 情報提供に係る制度の整備及び拡充 

 ⑵ 情報提供に係る施設及び方法の充実 

２ 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、効果的な情報提供に努めるものとする。 

第１条 この要綱は、さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号。以下「条

例」という。）第２２条の規定に基づき、情報提供（市政に関する正確で分かりやすい情報を

市民が迅速かつ容易に得られるよう提供することをいう。）の推進について必要な事項を定め

るものとする。 
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第２条 提供義務情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
本条は、市の政策の基本的な方向や重要施策、市民のご意見に対する対応状況、財政の状況等の

うち、最低限公表しなければならない情報を「提供義務情報」として定めたものです。これらは、

条例第７条各号に定める不開示情報を除き、必ず公表しなければなりません。 
（１）総合振興計画及び実施計画事業（基本計画に定められた施策を展開するための個別具体的な

事業をいう。）その他の予算編成過程の公表対象となる事業（以下「主要事業」という。）に関

する計画 

実施計画事業とは、具体的には総合振興計画実施計画の資料編、「さいたま市の計画一覧」

に掲げられた計画（掲げられた計画を引き継ぐ計画及び同等に位置づけられる計画を含みま

す。）のことをいいます。 

（２）都市経営戦略会議の会議資料及び会議録 

市の重要な意思形成の過程を明らかにするため、都市経営戦略会議における審議内容の概

要や会議資料などを公表するものです。 

（３）主要事業の予算編成過程 

職員人件費・予備費を除く全ての事務事業について、各局の予算要求から財政局長・市

長査定を経て、議会へ提出した予算案を編成する過程を示したものを公表するものです。 
（４）市議会各会派からの予算編成への要望書に対する回答 

予算編成過程の透明化の一環として、さいたま市議会各会派からの「予算編成への要望書」

に対する市の回答の内容を公表するものです。 
（５）身近な道路整備の要望への対応状況 

第２条 所管課長は、次に掲げる事項に関する情報（条例第７条各号に規定する不開示情報を除

く。）を提供しなければならない。 

 ⑴ 総合振興計画及び実施計画事業（基本計画に定められた施策を展開するための個別具体的

な事業をいう。）その他の予算編成過程の公表対象となる事業（以下「主要事業」という。）

に関する計画 

 ⑵ 都市経営戦略会議の会議資料及び会議録 

 ⑶ 主要事業の予算編成過程 

 ⑷ 市議会各会派からの予算編成への要望書に対する回答 

 ⑸ 身近な道路整備の要望への対応状況 

 ⑹ パブリック・コメント制度に基づき実施する意見募集の内容 

⑺ 広聴事業に関する対応状況 

⑻ 市長の交際費の執行状況  

⑼ さいたま市外郭団体指導要綱（平成１７年３月２２日決裁）の対象となる外郭団体の経営

状況 

   ⑽ さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月２６日決裁。以下「附

属機関等会議公開要綱」という。）により公開することとされている会議資料及び会議録 
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暮らしの道路整備事業及びスマイルロード整備事業の要望の受付及び進捗状況を公表す

るものです。 
（６）パブリック・コメント制度に基づき実施する意見募集の内容 

    市民の意見を市政に反映させるため、市の政策形成過程の情報を公表した上で市民の意見

を募集すること、またそれに対する市の考え方を公表するものです。「さいたま市パブリッ

ク・コメント制度要綱」に基づき、意見募集を実施する政策案や関連資料、結果などを公表

するものです。 
（７）広聴事業に関する対応状況 

市政に対し寄せられた市民の声の内容と、その対応状況についての情報を公表するもので

す。わたしの提案のうち回答したものの内容、タウンミーティングでの意見と対応結果、対

話集会や団体から市長宛に提出された陳情書等における意見とその対応結果を公表するも

のです。 

（８）市長の交際費の執行状況  

市政の透明性と公正さを明らかにするため、市長交際費の支出年月日、支出金額、支出科

目及び相手方を公表するものです。 

（９）さいたま市外郭団体指導要綱（平成１７年３月２２日決裁）の対象となる外郭団体の経営状 

  況 

市が、出資者としての責任において、外郭団体（「市が当該団体の基本財産等の２５％以上

を出資又は出捐している法人及び本市の人的又は財政的援助の状況等を考慮して都市戦略

本部長が指定する法人」をいう。）の経営状況の透明性を向上させるため、外郭団体の事業概

要、財務状況及び収入の内訳を公表するものです。 

（１０）附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月２６日決裁）により公開すること

とされている会議録等 

附属機関等では、市の施策の検討や重要な決定に係る審議を行っていることから、これを

公表することにより市の意思形成段階の情報を明らかにするものです。条例第２３条（会議

の公開）に基づき策定された「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」により公

開することとされている「附属機関又は市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市

政に反映することを目的として設置される協議会、懇談会、研究会等」の会議録及び会議資

料を公表するものです。 

※ 会議録等の具体的な提供については「４ 附属機関等の会議の公開に関する要綱の解

釈運用について」を参照してください。 
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第３条 提供推進情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供推進情報とは、提供の義務は課さないが、市政運営において重要な情報であるので、その積

極的な提供に努めなければならない情報をいいます。 
（１）条例に基づく開示請求により複数回開示した情報のうち、市民の利便性又は行政運営の効率

化に資すると所管課長が認めるもの 

同一行政文書につき複数の方から開示請求がなされ、開示した情報（一部開示を含む。）

は、市民のニーズが高い情報であるといえます。また、開示・不開示の決定についての判断

も既にされていますので、情報提供をしても支障が生じるおそれはありません。 
（２）主要事業に係る意思の形成過程及び主要事業の進捗状況に関する情報 

    主要事業に係る情報は、検討段階から結果に至るまでを広く提供することにより市民との

情報共有を図るということが、市民本位のまちづくりには欠かせません。 

    「主要事業に係る意思の形成過程に関する情報」とは、第２条第１号に掲げる計画や当該

計画に基づき実施される重要な事業等の最終決定に至るまでのプロセスにおける情報をい

い、このプロセスには、次のような段階があります。 
 

ア 所管課内での検討の開始 
    所管課内において事前調査を実施し、初期的な検討を開始する。 
イ 所管部署における実施の基本的な方針の決定 

    所管部署において将来的な実施の方向付けをする。 
ウ 具体的な検討の開始 

実施に向けた具体的な検討を開始する。上位計画などに位置付ける場合もある。 
エ 骨子の策定 

    内容に応じて附属機関、都市経営戦略会議等に諮り、骨子を策定する。 
オ 素案の策定 

    素案を策定し、内容に応じて議会への報告やパブリック・コメントを実施する。 
カ 最終決定 

    パブリック・コメントの結果等を踏まえ素案を修正し、最終的に決定する。 

第３条 所管課長は、前条各号に定めるもののほか、次に掲げる情報（条例第７条各号に規定

する不開示情報を除く。）を積極的に提供するものとする。 

⑴ 条例に基づく開示請求により複数回開示した情報のうち、市民の利便性又は行政運営の効

率化に資すると所管課長が認めるもの 

 ⑵ 主要事業に係る意思の形成過程及び主要事業の進捗状況に関する情報 

 ⑶ 環境、保健衛生、防災その他市民生活の安全に密接な関係がある情報 

⑷ 前条各号に類すると所管課長が認める情報 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市民に提供することが必要であると所管課長が認める情報 
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では、どの段階で情報提供を行えばよいでしょうか。従来は、市民の誤解や混乱を招かな

いために、附属機関、協議会等を設置する場合はその設置段階から、設置しない場合はパブ

リック・コメント段階からということが一般的でした。しかし、市民目線で考えた場合、市

の動向は、できるだけ早い段階から透明化することが望まれています。 
このため、主要事業を開始する又は重要な計画を策定するといった場合には、次の事項に

注意し、できるだけ早い段階から情報提供をしてください。 
なお、さいたま市文書管理規則第４条では、「事案の処理を行う場合は、審議、検討の経緯

その他の意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績について、合理的に跡付け、又は検証す

ることができるよう、文書を作成しなければならない。」とされています。重要な決定は、必ず

起案し、経緯を文書に残すようにしてください。 
    

 できるだけ早い段階から情報提供する際の注意点 

ア 情報提供のタイミングとしては、遅くとも、前頁「イ 所管部署における実施の基本

的な方針の決定」段階から情報提供の適否を検討し、非公開とする理由がなければ、速

やかに実施します。 
イ 附属機関等を設置した場合の審議内容の提供については、「さいたま市附属機関等の

会議の公開に関する要綱」に基づき会議録及び会議資料を公表する他、分かりやすい解

説を行います。 
ウ 「さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例」（平成２２年さいたま市条例第 

４９号）第３条第２項に規定される議会への報告案件（「さいたま市総合振興計画実施

計画」の資料編、「さいたま市の計画一覧」に掲げられた計画（なお、掲げられた計画を

引き継ぐ計画及び同等に位置づけられる計画を含みます。））については、原則として素

案の段階で、パブリック・コメントの実施前に議会へ報告することとされています。な

お、素案策定前の情報提供についても、議会への報告等が必要と認められる場合は、事

前に議会と調整することが必要となります。 

エ 都市経営戦略会議への付議事項については、都市経営戦略会議での審議後速やかに行

うこととします。 
 
 
   

【参考】さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例の運用に関する議会運営委

員会確認事項（平成 22 年 9 月 29 日議運決定）抜粋 

４ 第３条第２項による報告に関する協議の時期は、策定、変更とも、素案の段階

（パブリック・コメント等市民意見聴取の前段階）とし、期間満了前の計画の廃止に

ついては、計画廃止案の決裁後速やかに報告に関する協議の申し出を受けるものとす

る。 
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提供する内容としては、計画や施策の概要（目的、成果等を含む）、発案の経緯、基礎的な

調査データ、策定スケジュール、検討状況などがあります。また、計画の策定後も事業実施

までの進捗状況などを提供していく必要があります。 
なお、計画等の策定の途中段階の情報を提供することは、市民に誤解や憶測を与えるおそ

れなど、事業の執行に当たり支障を及ぼすことが懸念される場合があります。しかしながら、

この段階での情報提供は意思形成過程における市民の市政への参加を促進する上では必要

不可欠であると考えられます。したがって、そのような支障を生じさせないよう、不確定な

事項についてはその旨を明示するなどの配慮をしたうえで積極的に情報提供を行うように

します。 

［第３条第２号提供フロー］※ア～オのいずれの段階でも情報提供が可能です。 

 

 

 

 

ア 所管課内での検討の開始 

イ 所管部署における実施の基本的な 

方針の決定 

 

ウ 具体的な検討の開始 

※遅くとも、「イ 所管部署における実施

の基本的な方針の決定」段階から情報提供

の適否を検討 

※附属機関等を設置した場合の審議内容

の提供は、「さいたま市附属機関等の会議

の公開に関する要綱」に基づき会議録及

び会議資料を公表する他、分かりやすい

解説を行う 

エ 骨子の確定 

オ 素案の確定 

カ 最終決定 

※議会への報告案件については、パブコメ

の実施前に議会へ報告し、報告後速やかに

情報提供 

※都市経営戦略会議の付議案件について
は、審議後速やかに情報提供（特別の指示の

ある場合は除く） 

※議会の議決案件については、議決後速や

かに情報提供 

 

※素案の策定段階の情報提供については、

議会への報告後速やかに行う。なお、素案

策定前の情報提供についても、議会への

報告等が必要と認められる場合は、事前

に議会と調整することが必要 
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（３）環境、保健衛生、防災その他市民生活の安全に密接な関係がある情報 

    市民生活の安全に密接に関係する情報は、優先順位の非常に高い情報といえます。 

    公害情報、防災情報、災害対策情報、感染症対策情報など、市民生活の安全に密接に関連

する問題についての対策、予防法、ＦＡＱなどについて、積極的に提供することにより情報

の共有を図り、市民生活の安全性の向上を図るものです。 
（４）前条各号に類すると所管課長が認める情報 

提供義務情報には当たらないが、情報の重要性と必要性がそれに類すると認められるもの

は、積極的な提供に努めなければならないとするものです。 

 

    例  

・前条第１号の計画からは外れるが、市民を対象とした重要な計画、施策等 
・前条第２号の都市経営戦略会議以外の庁内会議で、市の重要な施策について審議、決定

するもの 
・前条第５号の身近な道路整備要望以外の事業で、市民からの申請を受けて実施する事業

の対応状況 
・前条第６号のパブリック・コメント制度要綱の対象となる市の基本的な政策等には当た

らないが、それに相当すると思われるような計画、施策等の策定、改廃等の案 
・前条第７号の広聴事業には該当しないが、各所管において処理した市民からの意見、要

望等への対応状況 

・前条第８号の市長の交際費の執行状況に準じて作成した交際費の執行状況 

・前条第１０号の附属機関等の会議の公開の対象となる会議録及び会議資料以外の情報で、

会議内容を伝えるために有効な情報（当該事務事業についてのコンテンツを開設し、分

かりやすく説明することも必要） 

（５）前各号に掲げるもののほか、市民に提供することが必要であると所管課長が認める情報 

    これまでの規定には当たらないが、積極的に提供することが、第１条の本要綱の趣旨に合

致すると思われる情報をいいます。社会の動向や国、他の自治体の状況などを参考に、市民

に必要とされている情報を正確に把握し、積極的に情報を提供していくことが求められます。 
    特に、市が行う事務事業を受けるときの手続の方法や市民生活のガイドなどは、従来から

提供に努めてきましたが、今後も内容の充実に努めるとともに、最新の情報を提供するよう

努めてください。 
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第４条 提供の方法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

情報の提供をより効果的にするため、第１号から第６号の中から１つ以上の方法を選択すること

としました。総合振興計画及び実施計画事業その他の主要事業に関する計画について作成した計画

書については情報公開コーナーへの配置を義務付け、印刷センター又は外部業者に発注して作成し

た行政資料は原則として有償頒布を行うこととしました。ただし、所管課長が有償で頒布する必要

性が低いと認める行政資料については、有償での頒布をしないことができます。 

 例  

・ホームページで閲覧に供している等、すでに十分な情報提供がなされている場合 

・有償頒布に係る歳入が見込めない場合 

・パブリック・コメントその他の意見募集を行うための一時的な配布を目的として作成したもの 

・有償資料の概要版として作成したもの 

 

また、印刷センター又は外部業者に発注して作成した行政資料の販売価格については、さいたま

市コスト表記実施要綱により算出した印刷物の金額を基準として所属長が定めるものとしました。 

情報の提供に当たっては、伝えたい内容と伝えたい対象者を明確にし、的確に伝わるよう効果的

な方法で提供する必要があります。第１号から第５号に掲げた方法にはそれぞれメリット・デメリ

ットがありますので、それぞれの特徴を理解した上で選択してください。 

 紙媒体による情報提供を止め、市ホームページへの掲載のみの情報提供とする場合などは、市民

サービスの低下とならないように配慮した情報提供を行ってください。 

第４条 所管課長は、前２条に規定する情報（以下「この要綱に定める情報」という。）を提供す

る場合は、次に掲げる方法の中から効果的と認められる一以上の方法を選択して行うものとす

る。 

 ⑴ 市ホームページへの掲載 

 ⑵ 市が発行する広報紙への掲載 

 ⑶ 報道機関への提供 

 ⑷ さいたま市区役所情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」という。）への行政資料

（さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱第２条第２号に規定す

る行政資料をいう。以下同じ。）の配置 

 ⑸ 担当課窓口における提供 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、所管課長が必要と認める方法 

２ 所管課長は、第２条第１号に規定する計画に係る計画書を前項の規定により提供するとき

は、当該計画書を情報公開コーナーに配置するものとする。 

３ 所管課長は、この要綱に定める情報を提供する際、当該情報が印刷センター又は外部業者に

発注して作成した行政資料である場合は、有償で頒布するものとする。ただし、所管課長が有

償で頒布する必要性が低いと認める行政資料については、この限りではない。 

４ 前項本文の規定により有償で頒布する行政資料の価格は、作成に要した実費相当額を基準と

して所管課長が定めるものとする。 
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［提供に当たっての留意点］ 

（１）市ホームページへの掲載 

市ホームページによる情報提供については、この手引の他、広報課ライブラリに掲載されて

いる次の資料も参照してください。 

    ・市ＷＥＢサイト操作マニュアル 

・市ＷＥＢサイト運用基準 

・ガイドライン（分かりやすいホームページを作成するためのポイント～WEB アクセシビリテ

ィへの配慮について～） 

・ＰＲ実践ガイドブック～その説明を止めると、情報は広がっていく～ 

 

（２）市報への掲載 

報道機関への情報提供については、この手引の他、広報課ライブラリに掲載されている次の

資料も参照してください。 

・市報さいたま全市版における掲載等に関する基準 

・予算を伴う事業の市報さいたま掲載基準（平成 23 年 2月 17 日市長決裁） 

 

（３）報道機関への提供 

情報提供については、この手引の他、広報課ライブラリに掲載されている次の資料も参照し

てください。 

・さいたま市パブリシティガイドブック 

 

（４）情報公開コーナーへの配置 

ア 閲覧用・貸出用・有償頒布用の行政資料の配置について 

情報公開コーナーに閲覧用・貸出用・有償頒布用の行政資料を配置する場合は、行政

透明推進課に依頼文を提出して依頼します。閲覧等資料の配置依頼、配置準備等につい

ては、「さいたま市区役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領」（掲載

場所：行政透明推進課ライブラリ＞204 情報公開コーナー）を参照してください。 

   イ 制度利用の勧奨、イベントの告知その他の広報を目的として無償で頒布するために作成した

チラシ、パンフレット等（無償チラシ等）の無償頒布のみの配置について 

無償チラシ等の配置については、各区役所くらし応援室長あてに直接依頼します。参

考様式（掲載場所：行政透明推進課ライブラリ＞204 情報公開コーナー）を活用してく

ださい。 

 

（５）その他 

不開示情報をはじめとする、提供する情報についての留意事項は、「８ 提供する情報に 

ついての留意事項」を参照してください。 
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第５条 提供の時期及び期間 

 
 
 
 
 
 
 

（１）提供の時期 

      一般に情報は鮮度が重要であり、提供する時期はできる限り早期であることが望ましいと

考えられますので、事務事業のスケジュールや進捗状況を勘案し、準備することが必要です。 
ただし、情報によっては、緊急を要するもの、提供する内容を精査する必要のあるもの、

より効果的なタイミングを計って提供する必要があるものなど様々な種類がありますので、

的確な判断が求められます。 
 

     例  

・災害時の避難者支援に関する情報など緊急を要するもの 
・附属機関等の会議録や計画等の意思形成過程の情報など受け取った市民が、分かりや

すくかつ誤解を持たないよう注意して作成するもの 
・「○○強化月間」に合わせて○○に関連する情報を提供するような明らかに効果の高

い提供のタイミングがあるもの 
 

（２）提供の期間 

    市が提供する情報は多種多様でかつ膨大なものとなります。情報の価値は、一般的には、

期間が経過し鮮度が落ちるほど低下します。そして、古くなった情報を長期間提供し続けた

場合、市民にとっては、情報の検索性が低下したり、誤解が生じるなどのデメリットが予想

されます。また、市にとっても、長期間の提供は、経費や労力を必要とするとともに、情報

公開コーナーやホームページの容量的な制約を受けることになります。 
したがって、提供する期間は、その情報の有用性により個別に判断するものとしますが、

有用性が明らかでない場合は概ね１年程度を目安とし、開始年度を含めて３年度を上限の目

安とします。 
 

     例  

・市の基本計画や行事等については、その計画や行事が終了するまでの期間 
     ・審議が終了している審議会の資料や会議概要などで、有用性が明らかでないものにつ

いては、提供から１年程度 
  ・継続事業に関する審査会の答申や届出に関する情報など、継続的に有用性が見込まれ

るものについては、継続している期間 

第５条 所管課長は、この要綱に定める情報で所管する事務に係るものを実施機関（条例第２条

第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。）が保有したときは、速やかにこれを提供するも

のとする。 

２ 所管課長は、提供しようとする情報の種類及び内容に応じて、適当と認められる期間を定め、

当該情報を提供するものとする。 
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第６条 行政資料の配置依頼等 

 
所管課長は、情報公開コーナーに行政資料を配置することにより情報提供を行おうとするときは、

行政透明推進課長に依頼文を提出します。行政透明推進課長は、この依頼文に基づき提供情報の一

覧を作成し、公表します。依頼文の書き方は、後述のさいたま市区役所情報公開コーナーの設置及

び運営に関する要綱の解釈運用についてで、詳述します。 

なお、本要綱第２条第１０号に掲げる附属機関等の情報は、同一の会議について、開催のお知ら

せ、開催結果、会議録等、複数回配置が依頼されるため、会議の開催結果のみを対象とします。 
 

第７条 他の制度との調整 

 

 

 

 

この要綱以外の規定により情報の提供方法などの定めがある場合は、その定めにより運用して

ください。 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この要綱の施行日及び適用となる情報の取得時期について定めたものです。また、それ以前に

取得している情報についても、積極的に提供していく旨を定めています。 

第６条 所管課長は、この要綱に定める情報（第２条第１０号に掲げる事項に関する情報にあ

っては、附属機関等会議公開要綱第７条第３項に規定する会議の開催結果に限る。）を第４条

第４号に掲げる方法により提供しようとするときは、行政透明推進課長に対し、行政資料の

情報公開コーナーへの配置について（依頼）（別記様式。以下「依頼文」という。）を提出す

るものとする。 

２ 行政透明推進課長は、前項の規定により提出された依頼文に基づき行政資料の提供の方法

を集計し、公表するものとする。 

第７条 この要綱に定める情報の提供について、法令、条例、規則その他の規程に別段の定め

がある場合は、当該別段の定めによるものとする。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に実施機関が保有することとなった情報について適

用する。 

（この要綱の施行前から保有する情報の提供に係る実施機関の責務） 

３ 実施機関は、この要綱の施行前から保有している情報についても、この要綱を適用した場

合と同様の提供を行うよう努めるものとする。 
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別記様式（P99参照）の記載に当たっての留意事項 

 

 「さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱」の解釈運用につい

ての第９条関係で具体的な記載例を掲載しておりますので、参照してください。 

 その他の留意事項は、以下のとおりです。 

 

（１）行政資料の名称について 

 当該行政資料を受領したくらし応援室の職員や区役所情報公開コーナーの委託職員が適切

に配置・管理ができるように依頼する行政資料の名称を正確に記載します。 

（２）綴り先ファイルの名称について 

 当該行政資料を受領したくらし応援室の職員や区役所情報公開コーナーの委託職員が適切

に配置・管理ができるように綴り先となるファイルの名称を正確に記載します。 

 なお、綴り先となるファイルの名称とつづる行政資料の名称が同一の場合は、記載を省略す

ることができます。 

（３）作成日について 

当該行政資料の作成日で、年・月までの記載（例：令和６年４月）とします。 

（４）配置方法について 

行政資料の情報を効果的に提供するための配置方法を選択して記載します。 

（５）配置期間について 

   配置開始日は、指定する場合にのみ記入します。 

   一般的な行政資料は、配置日から３年間を上限とします。 

   附属機関等の会議に関する行政資料は、開催年度の翌年度末までとします。 

   計画期間が定まっている計画の計画書と当該計画書の概要版は、当該計画期間の満了日まで

とします。 

   一つのファイルに追加する行政資料の配置期間は、年度単位で同一の期限までとします 

（６）その他の提供方法について 

   配置依頼をする行政資料について、本要綱第４条第１項各号に掲げる方法（情報公開コーナ

ーへの配置を除く。）により情報提供を行っている場合に、当該方法を記載します。 

   市ホームページに掲載することにより提供を行っている場合は、掲載場所を記入します。 

（７）情報提供の根拠規定について 

   本要綱第２条及び第３条の中から該当するものを一つ記載してください。 

（８）その他について 

   配置方法など、くらし応援室の職員や区役所情報公開コーナーの委託職員に対する指示事項

を記入する場合は、具体的に記入してください。 

   有償頒布を行う行政資料については、行政透明推進課が有償刊行物一覧表を作成して市民に

情報提供を行うため、資料の説明を記入してください。 

（９）担当課について 

くらし応援室職員からの連絡が想定されるため、外線番号を記載してください。 
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４ 附属機関等の会議の公開に関する要綱の解釈運用について 

 
第１条 目的 

 
 
 
 
 

この要綱は、附属機関等の会議の公開に関し、必要な事項を定め、透明かつ公正な会議の運営

を図るためのものです。会議の公開は、行政運営の重要事項や意思形成過程の情報を市民に明ら

かにする絶好の機会になるので、積極的に行わなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第２条 定義 

 

 

 

 

 

この要綱において「附属機関等」とは、次に掲げる機関等のことをいいます。（さいたま市附属機

関等に関する要綱に掲げる「附属機関等」と同義。したがって、附属機関等管理台帳に記載された

ものが対象となる。） 
 ＊地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する附属機関（法律又は条例の定めると

ころにより設置） 
 ＊市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市の行政に反映させることを主な目的とし

て設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等（要綱等により設置） 

第１条 この要綱は､さいたま市情報公開条例(平成１３年さいたま市条例第１７号。以下「情報公

開条例」という。)第２３条の規定による附属機関等の会議の公開に関し、必要な事項を定める

ことにより、透明かつ公正な会議の運営を図ることを目的とする。 
 

［情報公開条例（第２３条）］ 

（会議の公開） 

第２３条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定により設置する附

属機関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映することを目的とし

て設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等は、その会議を公開するものとする。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 他の法令等により公開しないこととされている場合 

⑵ 不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合 

⑶ 会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる場  

合 

 

第２条 この要綱において「附属機関等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３

８条の４第３項の規定により設置する附属機関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴

取し、市政に反映させることを目的として設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等をいう。 
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第３条 附属機関等に関する情報の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設置目的（趣旨） 

    附属機関等の設置目的や趣旨を記載し、「何のために」、「何をしている」のかが分か

るようにしてください。 

（２）設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

    設置根拠となる法令等の名前や条項を記載するだけでなく、それら法令等の条文が閲覧

できるように掲載してください。 

    また、設置根拠となる法令等以外に、附属機関等の審議・協議する事業等に関連する法

令や会議の運営要領等がある場合は、それらについても積極的に情報提供するよう努めて

ください。 

（３）設置年月日 

    附属機関等の設置年月日を記載してください。 

（４）委員名簿 

    委員の氏名、附属機関等の役職（会長・副会長、委員長・副委員長、職務代理者な

ど）、肩書、任期などを記載してください。 

    肩書の記載については、以下の例を参考にしてください。 

ア 専門的知識を有する者（有識者） 

・公認会計士、弁護士、税理士、大学教授（○○大学○○学部教授） 

イ 法人その他の団体の代表者 

・○○株式会社代表取締役（取締役、○○支社支社長） 

・社会福祉法人○○理事長、公益法人○○理事長、学校法人○○理事長 

・○○自治会会長、○○自治会連合会会長 

ウ 公募の市民 

・公募市民 

 

第３条 附属機関等を所管する課所等の長（以下「所管課長等」という。）は、附属機関等を設置

したときは、市のホームページに当該附属機関等のコンテンツを作成し、次に掲げる事項を掲

載するものとする。ただし、次に掲げる事項に情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報

が含まれる場合は、この限りではない。 

⑴  設置目的（趣旨） 

⑵  設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

⑶  設置年月日 

⑷  委員名簿 

⑸  次回会議開催予定の情報 

⑹  会議の開催結果、会議資料及び会議録 

⑺  前各号に掲げるもののほか、答申、報告書その他附属機関等が必要と認める事項 
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    なお、附属機関の委員は、地方公務員法第３条第３項第２号に規定する「非常勤特別

職」の地方公務員であることから、原則として、氏名を公表します。 

また、協議会等の委員については、地方公務員法第３条第３項第２号に規定する特別職

の地方公務員ではないことから、市ホームページなどで氏名が公表される旨を説明し、当

該委員本人の同意を得て、公表するようにしてください。 

ただし、情報公開条例第７条第２号の規定により、委員の住所や生年月日など個人情報

等に該当する情報については記載せず、また、情報公開条例第７条第４号の規定により、

委員の氏名を公表することにより、当該会議の率直な意見の交換や意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある場合などは、記載を省略することができます。 

（５）次回会議開催予定の情報 

    「会議開催のお知らせ」（様式第１号）に記載する情報を参考に、「会議の開催日

時」、「会議の開催場所」、「議題」、「公開・非公開の別（非公開の場合はその理

由）」、「傍聴者の定員」、「傍聴手続の方法」、「問合せ先」などを記載してくださ

い。 

（６）会議の開催結果、会議資料及び会議録 

本手引の第７条［会議結果の作成及び公開］及び第８条［会議録の作成及び公開］を参

照してください。 

（７）前各号に掲げるもののほか、答申、報告書その他附属機関等が必要と認める事項 

    答申、報告書（中間報告書等含む）、提言書など、附属機関等の審議・協議による決定

事項が分かる情報の他、委員公募の情報、会議の様子が分かる写真、附属機関等の審議・

協議する事業等に関連する情報などについても積極的に情報提供するよう努めてくださ

い。 
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第４条 会議の非公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）会議公開の例外 

附属機関等の会議は原則公開ですが、法令で非公開とする情報や保有個人情報などの漏え

いとならないよう厳しく管理しなければならないものもあります。そのため、情報公開条例

第２３条第１号から第３号の規定により、次の場合は、会議の全部または一部を非公開とす

ることができます。 
ア 法令等により公開しないこととされている場合（第１号） 

・法令等とは、法律、政令、府令、省令その他の命令並びに条例及び条例の委任を受け

た規則をいい、国等からの通知等及び市の規則、要綱等は含みません。 
・公開しないこととされている場合とは、公開することができない旨を明文をもって定

めている場合のほか、法令等の趣旨及び目的から見て、明らかに判断できる場合をい

います。 
イ 不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合（第２号） 

・情報公開条例第７条各号に掲げる次の「不開示情報」に該当する事項を審議し、又は

意見を聴取する場合で、当該附属機関等に諮り非公開とするとき。 

① 法令秘情報 
② 個人に関する情報 
③ 法人等に関する情報 
④ 審議、検討又は協議に関する情報 
⑤ 事務事業執行情報 
⑥ 国等との協力関係情報 
⑦ 公共の安全と秩序の維持に関する情報 
⑧ 行政機関等匿名加工情報等 

・ただし、情報公開条例第９条に規定する「公益上の理由による裁量的開示」に該当す

る場合は除きます。 
ウ 会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる

場合（第３号） 

・委員に対する圧力や当該会議に対する妨害行為など、当該会議の適切な運営に著しい

支障が生ずる確実性が高いと認められる場合で、当該附属機関等に諮り非公開とする

とき。 

第４条 附属機関等の長は、情報公開条例第２３条第２号又は第３号の規定に該当し、又は該当

するおそれがあると判断し、当該附属機関等の会議の全部又は一部を公開しないこととする場

合は、当該会議に諮るものとする。 

２ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこととした場合は、

当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

３ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこととした場合は、

その理由を明らかにしなければならない。 
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（２）情報公開条例第２３条第２号及び第３号の規定による場合の手続 

    本条第１項から第３項は、情報公開条例第２３条第２号及び第３号の規定により、会議の

全部又は一部を非公開とする場合の手続について定めたものであり、その手続は、以下のと

おりです。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）非公開理由の明示等 

会議の全部又は一部を非公開とすることとした場合（法令等の規定により公開しないこと

とされている場合を除く。）は、その理由を明らかにしなければなりません。「明らかにする」

とは、会議の全部又は一部を非公開にしようとする場合に、必ずその理由を明確にしたうえ

で当該会議に諮ることをいいます。また、前回までの会議で非公開が決まっている場合は、

「会議開催のお知らせ」（様式第１号）を公表する際に、その理由を明示することをいい、当

該様式の「５ 非公開の理由」欄にその旨を記載します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

附属機関等の長は、当該会議に諮る。 

 

（当該会議に諮った結果、当該条例第２３条第２号又は第３号に該当し、又は該当するおそ

れがあると判断され、）当該会議の全部又は一部を公開しないこととした場合 

 

附属機関等の長は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

※この場合、必ず全部又は一部を非公開とした理由を明らかにしなければならない。 

 

附属機関等の長が、 

①情報公開条例第２３条第２号又は第３号の規定に該当し、又は該当するおそれがあると判

断する。 

②当該附属機関等の会議の全部又は一部を公開しないこととする。 
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第５条 会議の公開方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）会議の傍聴 

「会議の傍聴を認めることにより行う」とは、会議の冒頭で、附属機関等の長が傍聴希望

者の有無を確認し、傍聴の希望があった場合には、情報公開条例第２３条但書きの規定に該

当するおそれがある等特段の事由を除き、許可し、その旨を委員に報告することをいいます。 

（２）傍聴の定員 

会議の公開は、あらかじめ傍聴の定員を定め、会場に傍聴席と記者席を用意し、傍聴希望

者に傍聴を認めることにより行います。定員は、事前の予測、会場の広さなどを考慮し、当

該会議で判断します。 
なお、会議の開催結果の傍聴人数には、報道記者は含まないこととします。 

（３）会議資料の提供 

傍聴者には原則として、会議資料を無償で提供することとします。ただし、その資料の

中に個人氏名などの不開示部分があるときは、その部分を除いたり、又は黒塗りにするな

どの方法により提供しないことができますが、その際には、審議内容や発言から推察され

ない配慮が必要です。また、その会議資料が、貴重、高額、大量であるなど、提供しない

ことについて合理的な理由がある場合は、審議事項が分かるような傍聴者用の資料を作成

して提供したり、又は会場における閲覧のみを認めることにすることができます。 

 

  

第５条 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めること

により行うものとする。 

２ 附属機関等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に傍聴席及び記

者席を設けるものとする。 

３ 附属機関等は、会議の傍聴を認められた者（以下「傍聴者」という。）に会議の資料（情報公

開条例第７条各号に規定する不開示情報が記録されている部分を除く。以下同じ。）を無償で

提供するものとする。ただし、会議の資料が貴重、高額、大量であることなどの理由により、

会議の資料を提供できない場合は、審議事項の分かる資料を提供し、又は当該会議の資料を会

議終了までの間会場に備え、傍聴者の閲覧に供することができる。 

４ 附属機関等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとす

る。 

５ 附属機関等の長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

６ 傍聴者は、会場の秩序維持に関し、附属機関等の長の指示に従わなければならない。 
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【会議の公開方法の例】 

 

≪オンライン開催での会議の公開方法≫ 

①  Zoom、Teams 等での開催の場合、メール、電話、FAX 等により事前申込とし、申込者に ID、

パスワードを伝え、当日音声、映像をオフにした上でログインし、傍聴してもらう。 

②  会議室に来てもらい委員が Zoom、Teams 等で会議を実施している又は別会議室で委員が会議

を実施している様子をスクリーンに投影又は傍聴者貸出用タブレット等で視聴してもらう。 

 

≪書面での郵送による会議の公開方法≫ 

①  書面で開催する場合は、会議自体は郵送等でのやりとりになるため非公開となってしまいま

すが、会議資料を開催日に合せてホームページに掲載し、委員から提出された意見をとりまと

め、後日ホームページや会議の開催結果とともに公開する。 

 

 

【注意事項】 

 会議公開の原則に基づき、感染症防止対策等を理由に、本来は公開とすべき会議を安易に非公

開としないようにしましょう。 
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第６条 会議開催の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属機関等の会議を開催するに当たっては、広く市民に周知させるために、できるだけ早期に日

程等を公表する必要があります。したがって、本条では、所管課等は「会議開催のお知らせ」（様式

第１号）を会議開催日の１０日前までに行政透明推進課に送付することとしています。会議の公開、

非公開を問わず、「会議開催のお知らせ」に必要事項を記載し、電子データで、行政透明推進課へ送

付します。電子データで送付する際は、Ｓネットメールにより、件名に「会議開催のお知らせ」と

入力して（フィルタ機能を利用したメールの振り分けを行っているため）送付します。また、それ

とは別に、市ホームページの附属機関等のコンテンツへの開催日時、開催場所、議題及び公開又は

非公開の別、傍聴者の定員、傍聴手続の方法、問合せ先などの掲載やその他の適切な方法により事

前周知を行います。 
行政透明推進課は、「会議開催のお知らせ」が送付されたら、速やかに、会議開催の月別一覧表

（以下、「一覧表」という。）を作成のうえ、各区役所くらし応援室へ送付し、各区役所情報公開コ

ーナー又はその周辺等に設置した「附属機関及び協議会等の会議開催のお知らせ掲示板」で、会議

の開催を周知するとともに、市のホームページ（トップページ>市政情報>情報公開の総合的な推進

>情報提供>附属機関及び協議会等>附属機関及び協議会等の開催情報>令和○○年度会議開催のお

知らせ）に、一覧表を掲載します。 
 なお、具体的な会議公開の流れについては、Ｐ３０「附属機関等の会議の公開フロー」を参照

してください。 

  

第６条 所管課長等は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の１０日前までに、会議

開催のお知らせ（様式第１号）を電子データで行政透明推進課長に送付するとともに、会議の

開催について他の適切な方法により周知に努めるものとする。ただし、会議を緊急に開催する

必要が生じたときは、この限りではない。 

２ 前項本文の規定により会議開催のお知らせを行政透明推進課長に送付するときは、電子メー

ルの件名に「会議開催のお知らせ」と入力して送付するものとする。 

３ 行政透明推進課長は、会議開催のお知らせが送付されたときは、各区役所情報公開コーナー

において会議の開催について周知するとともに、市のホームページに掲載するものとする。 
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第７条 会議結果の作成及び公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）専用ファイルの作成 

「会議の開催結果」（様式第２号）、会議資料、会議録は、年度ごとに、会議ごとの専用フ

ァイルにつづって、各区役所情報公開コーナーに一般の行政資料とは別の附属機関等の会議

専用の棚に配置し公開しています。作成した専用ファイルを他の行政資料と容易に区別し、

適切に管理するため、当該専用ファイルの背表紙の上部に赤色のテープの貼付と表表紙の左

上に赤色で「会議」の表記をしてください。 

    所管課所等は、表表紙には横書きで「年度」、「附属機関等名」、「所管する課所等名」、「閲

覧用」を、背表紙には縦書きで「年度」、「附属機関等名」、「所管する課所等名」を、シール

等で明記し、当該専用ファイルを１０冊（各区役所情報公開コーナー分）作成します。 

    また、当該専用ファイルには、意思形成過程における積極的な情報提供と更なる市政情報

第７条 所管課長等は、年度ごとに、会議の開催結果、会議資料及び会議録をつづる会議ごとの

専用ファイル（以下「専用ファイル」という。）を作成し、次に掲げる資料をつづるものとする。

ただし、第３号に規定する委員名簿に情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報が含まれ

る場合は、この限りではない。 

⑴  設置目的（趣旨）及び設置年月日を記載した資料 

⑵  設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

⑶  委員名簿 

２ 前項本文の規定により専用ファイルを作成するときは、専用ファイルの表表紙に次に掲げる

事項を横書きで、専用ファイルの背表紙に第１号から第３号までに掲げる事項を縦書きで明記

したものを、１０冊作成するものとする。 

⑴  年度 

⑵  附属機関等名 

⑶  所管する課所等名 

⑷  閲覧用 

３ 所管課長等は、会議開催日から７日以内に、会議の開催結果（様式第２号）を作成し、会議

の開催結果及び会議資料を紙で行政透明推進課長へ送付するとともに、市のホームページに作

成した附属機関等のコンテンツに掲載するものとする。ただし、各年度の最初の会議の開催結

果及び会議資料を送付するときは、専用ファイルにつづり、行政透明推進課へ送付するものと

する。 

４ 前項本文の規定により紙で送付するときは、１１部を直接持参又は庁舎連絡便により、行政

透明推進課へ送付するものとする。 

５ 情報公開条例第２３条ただし書きの規定により会議の全部又は一部を非公開とした場合又

は会議資料が貴重、高額、大量であることなどの理由により会議資料の送付及び掲載ができな

い場合は、会議資料の送付及び掲載を省略することができる。 

６ 行政透明推進課長は、会議の開催結果及び会議資料が送付されたときは、各区役所情報公開

コーナーにおいて閲覧に供するものとする。 
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の「見える化」を図ることを目的として市ホームページの附属機関等のコンテンツ同様に、

「設置目的（趣旨）及び設置年月日を記載した資料」、「設置根拠（法律、条例、規則、要綱

等）」、「委員名簿」を一番後ろにつづることとします。 

（２）会議の開催結果、会議資料の公開 

所管課所等は、会議開催後、次のように、「会議の開催結果」及び会議資料を公開します。 
所管課所等は、会議開催日から７日以内に、さいたま市市政情報の提供の推進に関する要

綱第６条に規定する依頼文及び「会議の開催結果」を作成し、依頼文１部、「会議の開催結果」

及び会議資料（当該資料が、貴重、高額、大量などの理由がある場合や非公開又は一部公開

の会議であって会議資料を公開できない場合を除く。）１１部を、紙で、直接持参又は庁舎連

絡便により、行政透明推進課へ送付するとともに、「会議の開催結果」及び会議資料を市のホ

ームページの附属機関等のコンテンツに掲載します。行政透明推進課は、「会議の開催結果」

及び会議資料が送付されたら、速やかに、各区役所くらし応援室へ送付し、各区役所情報公

開コーナーにおいて閲覧に供します。 

なお、年度最初の会議について、「会議の開催結果」等を送付する際には、（１）で作成し

た専用ファイルにつづって送付するものとします（ファイルにつづった１０部＋ファイルな

し１部を送付）。 

 

◆ 行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼） 

【市政情報提供推進要綱別記様式（第６条関係）】…１部 

◆ 会議の開催結果【会議公開要綱様式第２号（第７条関係）】…１１部（左２穴あけ） 

◆ 会議資料（※）…１１部（左２穴あけ） 

  ※ 全部又は一部を非公開とした場合や当該資

料が、貴重、高額、大量などの理由がある場

合は除きます。なお、全部又は一部を非公開

とした会議の資料であっても、公にすること

に支障がなければ、送付するよう努めてくだ

さい。 
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第８条 会議録の作成及び公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）会議録の作成 

附属機関等は、会議開催後、速やかに、会議録を作成します。 

    会議録は、当該会議の審議事項や発言内容等が単独で分かる重要度の高い市政情報であ

ることから、「会議の開催結果」（様式第２号）の記載事項と同様の内容を記載すること

に加え、発言者が特定できること及び審議の流れが正確に市民に伝えることができること

が必要です。 

    会議が非公開の場合であっても可能な限り多くの情報を記載することが求められます。 

（２）会議録の公開 

所管課所等は、会議開催後、次のように、会議録を公開します。 
所管課所等は、会議開催後、速やかに、会議録を、紙で、直接持参又は庁舎連絡便により、

行政透明推進課へホチキス留め、ダブルクリップ等でまとめたものを１１部（左２穴あけ）

第８条 附属機関等は、会議開催後、速やかに、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するも

のとする。 

⑴  会議の名称 

⑵  会議の開催日時 

⑶  会議の開催場所 

⑷  出席者名及び欠席者名 

⑸  議題及び公開又は非公開の別 

⑹  非公開の理由 

⑺  傍聴者の数 

⑻  審議した内容 

⑼ 問合せ先 

⑽  前各号に掲げるもののほか、附属機関等が必要と認める事項 

２ 所管課長等は、会議開催後、速やかに、附属機関等が作成した会議録を紙で行政透明推進課

長へ送付するとともに、市のホームページに作成した附属機関等のコンテンツに掲載するもの

とする。ただし、会議の全部又は一部を非公開とした場合は、会議録に代えて議事概要の送付

及び掲載を行うことができる。 

３ 前項本文の規定により紙で送付するときは、１１部を直接持参又は庁舎連絡便により、行政

透明推進課へ送付するものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により議事概要の送付及び掲載を行う場合は、会議の開催結果にあら

かじめその理由を明記するものとする。 

５ 第２項ただし書の規定にかかわらず、期間の経過や業務の進行などにより会議録の公開が可

能となった場合は、速やかに、当該会議録の送付及び掲載を行うものとする。 

６ 行政透明推進課長は、会議録が送付されたときは、各区役所情報公開コーナーにおいて閲覧

に供するものとする。 
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送付するとともに、市のホームページの附属機関等のコンテンツに掲載します。行政透明推

進課は、会議録が送付されたら、速やかに、各区役所くらし応援室へ送付し、各区役所情報

公開コーナーにおいて閲覧に供します。 

ただし、非公開又は一部公開の会議であって会議録を公にすることに支障がある場合は、

会議録に代えて議事概要を作成し、行政透明推進課への送付及び市のホームページの附属機

関等のコンテンツへの掲載をすることができます。この場合は、「会議の開催結果」の「１１ 

その他」欄に議事概要を公開する旨を記載します。 

また、議事概要が「会議の開催結果」とほぼ同等の内容となる場合には、議事概要の行政

透明推進課への送付及び市のホームページの附属機関等のコンテンツへの掲載を省略して

も差し支えありません。なお、議事概要の送付及び掲載を行った場合でも、期間の経過や業

務の進行により、公開することが可能となった場合には、速やかに、会議録の送付及び掲載

に努めるものとします。 

 

※ なお、会議録又は議事概要は、会議開催日から７日以内に提出する「会議の開催結

果」及び会議資料と同時に送付しなければならないものではありません。会議録又は議

事概要の送付が会議開催日から７日以内に間に合わなければ、作成次第、依頼文は付け

ずに行政透明推進課に送付ください。 

 

第９条 会議結果等の公開期間 

 

 

 

 

 

 

各区役所情報公開コーナーに配置する期間は、会議を行った年度から翌年度末までとします。 

 例  

  ＊会議を行った年度：令和６年度 

   ⇒令和７年度末（令和８年３月３１日）まで、配置する。 

 

市ホームページで公開する期間は、会議を行った年度から翌年度末までを最短とし、所管課長等

が必要と認めた場合には、それ以上の期間とすることができます。 

 例  

 ＊会議を行った年度：令和６年度 

   ⇒最短でも、令和７年度末（令和８年３月３１日）まで、公開する。 

    所管課所長等が必要と認めた場合は、令和８年度以降についても公開してもよい。 

 

 

第９条 会議の開催結果、会議資料及び会議録を、各区役所情報公開コーナーにおいて閲覧に供

する期間は会議を行った年度及びその翌年度とし、市のホームページに作成した附属機関等の

コンテンツに掲載する期間は会議を行った年度及びその翌年度以上の期間で所管課長等が必

要と認める期間とする。 
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第１０条 会議結果等の管理 

 

 

 

 

 

 全部又は一部を非公開とした会議の資料や会議録であっても、所管課所等において行政情報とし

て保管し、開示の決定及び情報提供については、情報公開条例や個人情報の保護に関する法律の規

定により行います。 

 

第１１条 運用状況の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政透明推進課は、年度ごとに、附属機関等の会議の公開に関する運用状況を取りまとめ、公

表します。 

 

第１２条 その他 

 

 

 

 この要綱に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開に関して必要があるものについては、

各附属機関等において、別に定めることとしたものです。 

第１０条 全部又は一部を非公開とした会議の会議資料及び会議録は、附属機関等を所管する課

所等で行政情報として管理し、その開示の決定については情報公開条例又は個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定により行うものとする。 

第１１条 市長は、毎年度、次項各号に掲げる各附属機関等の運用状況を取りまとめ、公表する

ものとする。 

２ 各附属機関等の会議の公開に関する運用状況の公表の内容は、次に掲げるとおりとする。 

⑴  会議の開催件数 

⑵  公開された会議の件数 

⑶  非公開とされた会議の件数 

⑷  傍聴者の延べ人数 

 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、附属機関等が別に定めるものとする。 
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法的根拠と運用 

 

情報公開条例第２３条［会議の公開］ 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により設置する附属機

関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映することを目的として設

置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等は、その会議を公開するものとする。ただし、次に

掲げる場合は、この限りでない。 

（１）他の法令等により公開しないこととされている場合 

（２）不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合 

（３）会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる

場合 

 

 

附属機関等の会議の公開に関する要綱 

［目的（第１条）］ 

 情報公開条例第２３条の規定による附属機関等の会議の公開に関し、必要な事項を定めるこ

とにより、透明かつ公正な会議の運営を図ること。 

［附属機関等に関する情報の提供（第２条）］（要約） 

 附属機関等を設置したときは、市のホームページに当該附属機関等のコンテンツを作成し、

設置目的（趣旨）、設置根拠、設置年月日、委員名簿、設置年月日、委員名簿、次回会議開催予

定の情報、会議の開催結果・会議録等を掲載する。 

［会議開催の周知（第６条）］（要約） 

 会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の１０日前までに、会議開催のお知らせ（様

式第１号）を行政透明推進課に送付し、他の適切な方法により周知に努める。 

［会議結果の作成及び公開（第７条）］（要約） 

 会議開催日から７日以内に、会議の開催結果（様式第２号）及び会議資料を市のホームペー

ジに掲載するとともに行政透明推進課へ送付する。 

［会議録の作成及び公開（第８条）］（要約） 

 会議開催後、速やかに、会議録を市のホームページに掲載するとともに行政透明推進課へ送

付する。 

 

 

「見える化」推進の手引 

［趣旨］ 

全庁統一的な行動として積極的に情報公開に向かうために、情報提供、会議公開及びコスト

表記制度を具体的に実施するためのルールを示したもの 
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 附属機関等の会議の公開フロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会議開催のお知らせ」（様式第１号）を

行政透明推進課へ送付する。 

・開催日の１０日前まで 

・Ｓネットメール 

ホームページコンテンツへの 

開催結果や会議録掲載（更新） 

市政情報の提供の推進に関する要綱第６

条の依頼文、「会議の開催結果」（様式第２

号）及び会議資料を行政透明推進課へ送付

する。 

・終了した日から７日以内 

・１１部（左２穴あけ） 

・年度最初の会議の場合は、専用ファイル

につづった１０部とファイルなし１部

を送付する。 

会議録を行政透明推進課へ送付する。 

・作成後速やかに 

・１１部（左２穴あけ） 

 

附属機関等の設置 

 

会議の開催決定 

 

会議の開催（実施） 

ホームページコンテンツの作成 

＊当該附属機関等のコンテンツを作成す

る。 

ホームページ 
コンテンツ 

開催の周知 

結果の公表 

ホームページコンテンツへの 

日程掲載（更新） 
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 ホームページコンテンツの作成手順  

 

（１）内容 

    要綱第３条「附属機関等に関する情報の提供」に基づいて、所管課にて作成する附属機関

等のホームページコンテンツ（以下「コンテンツ」という。）の掲載方法、掲載内容等につい

ての説明です。 

 

（２）掲載方法 

（２－１）コンテンツの作成 

    ホームページ作成支援システムによるホームページの作成については、市長公室広報課の

ライブラリに登録されている操作マニュアルやガイドライン等を参照してください。 

 

（２－２）コンテンツ名のルール 

原則附属機関等の会議名のみとし、「を開催しました」「の開催結果」「について」等は不

要とする。また、「年度」「回」「期」等をコンテンツ名に入れる場合は、会議名の後ろにカ

ッコ書きで表記する。 
ア 一つのコンテンツのみで会議の開催結果を掲載している場合 
例・さいたま市○○審議会 

・○○会議 

・○○会 

・○○会（報告書） 

イ 会議資料等のデータが大きいなど、開催回ごと、年度ごとに分割している場合 
例⑴ 年度（期）ごとに一つのコンテンツを作成している場合 
・○○会議（△△年度） 

・○○協議会（第３期） 

・○○会議（△△年度） 

例⑵ 年度内で回ごとにコンテンツを作成している場合 
・○○審議会（△△年度第１回） 

・○○審議会（△△年度第２回） 

 

（２－３）ジャンル設定（掲載場所）及びリンク設定 

ア 「附属機関及び協議会等の会議の開催結果」内の該当局にジャンルを設定する。     

（トップページ>市政情報>情報公開の総合的な推進>情報提供>附属機関及び協議会等>
附属機関及び協議会等の開催結果>（該当局等）） 

イ 各附属機関等が属する（関係する）事務事業のコンテンツに、説明文を添えて、リンク

を設定する（事務事業のコンテンツがない場合は、新たに作成する。）。 
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（３）掲載内容 

（３－１）基本情報 

ア 設置目的（趣旨） 

イ 設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

ウ 設置年月日 

エ 委員名簿 

オ 次回会議開催予定の情報（開催日時、開催場所、公開・非公開の別、傍聴の規定など 

カ 会議の開催結果、会議資料及び会議録 

キ 答申、報告書 

 

（３－２）補足情報 

ア 上記（３－１）基本的情報以外で、附属機関等において必要と認める事項についても掲

載する。 

イ 委員名簿については、委員の氏名、附属機関等の役職（会長・副会長、委員長・副委員

長、職務代理者など）、肩書、任期などを記載する。ただし、さいたま市情報公開条例第

７条第各号に規定する不開示情報に十分に配慮した上で掲載する。 

 

（４）各基本情報を掲載する上での留意事項 

ア 設置目的（趣旨）、設置根拠（法律、条例、規則、要綱等）、設置年月日 

 

 

 

イ 委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の方々に分かりやすいように、設置目的を記載する。 

 

氏名、役職、肩書、任期等について記載する（情報公開条例第７条各号の規定に留意する。） 

※本手引掲載用のため、氏名にマスキングをしています。 
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ウ 次回会議開催予定の情報公開 

 

 

 

 

 

エ 会議の開催結果、会議資料、会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会議開催のお知らせ」（様式第１号）に記載する情報を参考に、「会議の開催日時」、「会議

の開催場所」、「議題」、「公開・非公開の別（非公開の場合はその理由）」、「傍聴者の定員」、

「傍聴手続の方法」などを記載する。 

「会議の開催結果」、「会議資料」、「会議録」等について、開催日時や議事等の内容が一目で分か

るようなダウンロードファイルとする。 
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 「会議の開催結果等をつづる専用ファイル」の作成手順  

 

（１）趣旨 

    要綱第７条「会議結果の作成及び公開」に基づいて、所管課において作成する「会議の開

催結果」（様式第２号）、「会議資料」、「会議録」をつづる「会議ごとの専用ファイル」（以下

「専用ファイル」という。）の作成方法、掲載内容等についての説明です。 

（２）ファイルの作成時期及び送付 

    年度ごとで専用ファイルを作成する。各年度最初の会議終了後、専用ファイルに「会議の

開催結果」、会議資料等をつづり、行政透明推進課へ送付する。２回目以降の「会議の開催結

果」、会議資料等については、この専用ファイルにつづっていくこととなります。 

（３）作成方法 

ア 作成冊数 

＊１０冊（＝各区役所情報公開コーナー分） 

イ 作成方法 

＊専用ファイルの背表紙の上部に赤色のテープの貼付と表表紙の左上にシール等により

赤色で「会議」と表記する。 

＊専用ファイルの「表表紙」には、「年度」「附属機関等名」「所管する課所等名」「閲覧

用」を横書きで、「背表紙」には、「年度」「附属機関等名」「所管する課所等名」を縦

書きで、シール等により表記する。 

①年度：「令和○○年度」 

②附属機関等の会議名：「さいたま市○○協議会」「さいたま市○○審議会○○専門部会」      

③所管課等名：「○○局○○部○○課」 

④閲覧用（表表紙のみ） 

ウ 補足事項 

＊Ａ４（縦）用サイズのフラットファイル、パイプ式ファイル等を準備する。 

＊専用ファイルは書棚に配置するため、特に「背表紙」は、市民の方々が見やすいよう

な大きさとする。 

＊「会議の開催結果」等が１冊の専用ファイルに収まらない場合は、各課所等において、

随時２冊目以降を作成する（１冊目の専用ファイルの作成において、１年度分の「会

議の開催結果」等の量を推量し、それに適した厚さのファイルを準備すると、２冊目

以降を作成する必要がなくなり、手間が省けます。）。 

（４）掲載内容（ファイルの中身） 

（４－１）要綱第７条第３項、第８条第２項に基づく内容 

ア 「会議の開催結果」（様式第２号） 

イ 会議資料 

ウ 会議録  

※ 非公開又は一部公開の会議については、可能な範囲の情報を公開してください。 
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（４－２）要綱第７条第１項に基づく内容 

ア 設置目的（趣旨）及び設置年月日を記載した資料 

イ 設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

ウ 委員名簿 

※ 委員名簿については、委員の氏名、附属機関等の役職（会長・副会長、委員長・副委員

長、職務代理者など）、肩書、任期などを記載する。ただし、さいたま市情報公開条例第

７条第各号に規定する不開示情報に十分に配慮した上で掲載する。 

※ ア、イ、ウの内容はファイルの一番後ろにつづる。 

（５）作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）配置例（各区役所情報公開コーナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専用ファイルの「表表紙」の左上に、シール等により赤色で「会議」と表記する。また、「年度」

「附属機関等名」「所管する課所等名」「閲覧用」をシール等により表記する。 

 

専用ファイルの「背表紙」に、「年度」「附属機関等名」「所管する課所等名」をシール等により表

記する。 

 

各区役所情報公開コーナーの「附属機関等の会議」の棚に、組織順にて配架しています。 

例：浦和区役所情報公開コーナー 
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 「会議開催のお知らせ」（様式第１号［第６条関係］）記載例  

 

様式第１号（第６条関係） 

 

会議開催のお知らせ 

１ 会議の名称 令和○○年度第○回さいたま市○○○○審議会 

２ 会議の開催日時 
令和○○年○○月○○日（○曜日） 

午前○○時～午前○○時 

３ 会議の開催場所 
さいたま市役所本庁舎 2階 

特別会議室 

４ 議題及び公開又は非公開の

別 

（議題） 

（1）○○について 

（2）○○について 

（3）その他 

（公開・非公開の別） 

 公開 

５ 非公開の理由  

６ 傍聴者の定員 １０名 

７ 傍聴手続の方法 先着順 （                ） 

８ 問合せ先 
○○局     ○○○○部     ○○○○課 

電話番号： 048－○○○－○○○○ 

９ その他  
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 「会議の開催結果」（様式第２号［第７条関係］）記載例  

 

様式第２号(第７条関係) 

 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和○○年度第○回さいたま市○○○○協議会 

２ 会議の開催日時 
令和○○年○○月○○日（○曜日） 

午前○○時～午前○○時 

３ 会議の開催場所 さいたま市役所議会棟２階 第７委員会室 

４ 出席者名 

○○ ○○委員長、○○ ○○副委員長、 

○○ ○○委員、○○ ○○委員、 

○○ ○○委員、○○ ○○委員、 

他 事務局職員 

５ 欠席者名 
○○ ○○委員、○○ ○○委員、 

○○ ○○委員、○○ ○○委員 

６ 議題及び公開又は非公開の別 

（議題） 

（1）○○について 

（2）○○について 

（3）その他 

（公開・非公開の別） 

 非公開 

７ 非公開の理由 
さいたま市情報公開条例第○条第○号に該当する内容（○○に

関する情報）を審議するため 

８ 傍聴者の数  

９ 審議した内容 
（1）○○について 

（2）○○○○について 

10 問合せ先 
○○局     ○○○○部     ○○○○課 

電話番号： 048－○○○－○○○○ 

11 その他  
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 様式記載に当たっての補足事項  

 

 

（１）会議の開催日時 

 

２ 会議の開催日時 
令和○○年○○月○○日（○曜日） 

午前○○時～午前○○時 

 

（２）会議の開催場所 

   参考例 

・さいたま市役所本庁舎 2 階 

特別会議室 

・さいたま市役所議会棟 2 階 

第○委員会室 

   ・ときわ会館 5階 

小ホール 

   ・○区役所 2 階 

第 2 会議室 

 

（３）議題及び公開又は非公開の別 

    「一部公開」の会議については、議題毎で「公開」、「非公開」を定めて記載することも可

能です。その際は、傍聴（者）を考慮し、「公開」の議題を先に、「非公開」の議題を後にす

るようにしてください（「公開」の議題が後にあると、傍聴者がいつ行けばいいかが分からな

いため。）。なお、書面開催は「非公開」となります。 

 

４ 議題及び公開又は非公開の

別 

（議題） 

（1）○○について（公開） 

（2）○○について（非公開） 

（3）○○について（非公開） 

 

（４）非公開の理由 

    条例第２３条の規定により、附属機関等の会議は、ただし書きの内容を除き、公開を義務

付けています。 

    非公開とする場合には、要綱第４条第３項の規定により、その理由を明確に記載してくだ

さい。 
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ア 条例第２３条第１号による場合の記載例 

５ 非公開の理由 

さいたま市○○審議会条例第○条第○項の規定による。 

※さいたま市○○審議会条例第○条第○項 

「審査会の審査の手続は、公開しない。」 

※ 条例第２３条の規定により、公開を義務付けていることから、「要綱」「要領」等による

規定により、「非公開」とすることはできません。 

参考：「規則」⇒○ 「要綱」「要領」⇒× 

 

イ 条例第２３条第３号による場合の記載例 

５ 非公開の理由 

さいたま市情報公開条例第２３条第３号の規定により、会議を

公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生

ずると認められるため。 

 

ウ 条例第２３条第２号による場合の記載例 

５ 非公開の理由 

さいたま市情報公開条例第７条第２号の規定された特定の個

人に関する情報及び個人を識別することができる情報を審議

するため。 

※ 条例第２３条第２号の規定する不開示情報 

＝条例第７条各号の規定する非開示情報 

① 法令秘情報 
② 個人に関する情報 
③ 法人等に関する情報 
④ 審議、検討又は協議に関する情報 
⑤ 事務事業執行情報 
⑥ 国等との協力関係情報 
⑦ 公共の安全と秩序の維持に関する情報 
⑧ 行政機関等匿名加工情報等 

 

（５）傍聴手続の方法 

    先着順、事前申込み、抽選から選択してください。傍聴の受付時間を限定する場合や事前

申込みにする場合などは、その内容を明確に（ ）内に記載してください。 
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７ 傍聴手続の方法 先着順（当日の午前 9 時 45 分から午前 10 時まで受付。） 

 

７ 傍聴手続の方法 抽選 （当日の午後 1 時 15 分から午後 1 時 30 分まで受付。） 

 

７ 傍聴手続の方法 事前申込み 

（傍聴申請書の提出が必要であるため、問合せ

先にご連絡下さい。8月 10 日午後 5時まで受付、

定員に達し次第受付終了。） 

 

（６）審議した内容 

    「別添『会議録』を参照願います。」の表現は「可」ですが、「会議録」の送付が後日とな

る場合には、当初の時点では、会議録が添付されていないため、「不可」となります。 

    参考：「会議の開催結果」及び会議資料⇒会議開催日から７日以内に送付 

       会議録⇒作成後、速やかに送付 

 

（７）その他 

    要綱第８条第２項ただし書及び同条第４項の規定により、全部又は一部を非公開とする会

議について会議録に代えて議事概要を作成し公開する場合には、「１１ その他」（会議の開

催結果）欄に、その理由を記載してください。 

 

11 その他 
さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱第８条第２

項ただし書の規定により、議事概要を公表します。 
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 その他の留意事項  

 

（１）会議録への発言者名の表記について 

    附属機関及び協議会等は、市民、専門的知識を有する者等の意見を市政に反映することを

目的としており、その発言は非常に重いものと考えられますので、会議録には発言者名を表

記するよう努めてください。 

    附属機関の委員については、地方公務員法第３条第３項第２号に規定する「非常勤特別職」

の地方公務員に該当します。情報公開条例第７条第２号では、公務員の氏名、職及びその職

務の遂行に係る情報で、公にしても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認

められるものについては、「不開示情報」から除外しています。また、協議会等の委員につい

ても附属機関の委員に準じて公開するよう努めてください。 

 

（２）傍聴者名等の保有について 

傍聴者の氏名や住所などの個人情報を保有する行為は、「個人情報の保護に関する法律」

第６１条第１項及び第２項に規定する「個人情報の保有の制限」の規制の対象となります。 

    このため、事務事業執行に必要があり、かつさいたま市個人情報の保護に関する法律施行

条例第３条の規定に基づき、「個人情報取扱事務の届出」をしている場合以外は、個人情報を

保有することは原則できません。  

また、取得する場合は、他の傍聴者の情報が見られないよう、一覧表ではなく個票に記入

させるようお願いします。 

一時的に使用する場合（概ね半年以内）は届出の必要はありません。 

 

（３）会議の範囲について 

    会議に密接にかかわるセレモニー的なものとして、委員の委嘱式や答申書・提言書の手交

式などがあります。これを会議に含めて行うのか、又は別ものとして行うのかは当該会議が

判断することになりますが、含める場合には当然、会議公開の対象になります。会議は、非

公開事項に該当しない限り公開となりますので、会議の冒頭から傍聴希望者が入れるよう配

慮するとともに、事前に公表する「会議開催のお知らせ」（様式第１号）では、傍聴希望者が

待たされることのないよう、明確な開始時刻を記載してください。 
また、会議とは切り離して非公開の「打合せ」などが行われることがありますが、これを

安易に行うと条例第２３条の趣旨を損なうことがあります。「さいたま市情報公開・個人情報

保護審査会」の答申書（平成２５年１月１６日付けさ情審査答申第９２号）において、実施

機関が公開対象の会議を開催する前に非公開の打合せを行ったことに対して言及していま

す。条例第２３条の趣旨は、市民に対して附属機関等の会議を公開することにより、透明か

つ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解を深めるとともに市民参加を促進させ

ることであるから、会議の名称の如何にかかわらず、その内容が単なる形式的手続ではなく、

附属機関等の正規の議題の内容に深くかかわる場合に会議を分離することに疑問を呈して

いますので、留意してください。 
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 【参考】「会議開催のお知らせ掲示板」  

 

（１）趣旨 

  各区役所情報公開コーナー又はその周辺等に設置した「附属機関及び協議会等の会議開催

のお知らせ掲示板」（以下「掲示板」という。）は、附属機関等の会議の開催日時、開催場所、

傍聴の方法等を周知するものです。 

 

（２）掲載までの流れ 

ア 所管課は、要綱第５条第１項に基づき、当該会議開催日の１０日前までに、「会議開催の

お知らせ」（様式第１号）を、行政透明推進課へ送付する。 

イ 行政透明推進課は、所管課より送付された「会議開催のお知らせ」を基にして、 「【掲

示板用】会議開催のお知らせ」を作成する。 

ウ 行政透明推進課は、作成した「【掲示板用】会議開催のお知らせ」を、くらし応援室へ送

付する。 

エ くらし応援室は、自ら又は委託職員を通じて、各区役所情報公開コーナー（又はその周

辺等）に設置した「掲示板」に、「【掲示板用】会議開催のお知らせ」を掲示する。 

 

（３）補足事項 

ア 掲示板の上部に、「附属機関等及び協議会等の会議開催のお知らせ掲示板」と表示する。 

イ 掲示板に、「○月分」を掲示する。 

ウ 上記イ「○月分」の下側に、「【掲示板用】会議開催のお知らせ」（Ａ３版）を掲示する。 

エ 「【掲示板用】会議開催のお知らせ」の掲示は、当該月分と翌月分の２ヶ月分とし、時系

列とする。 

 

（４）その他 

ア 掲示板の運営に関し必要な事項は、各区役所の実情に応じて、各区くらし応援室及び行

政透明推進課並びに関係各課と調整の上定める。 
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（５）掲示板掲示例（［左］実物／［右］イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※       は、貼付用のマグネット。 

※ 月毎の掲示例：４月分の会議が全て終了後、①４月分を全て剥がす ②５月分を上部に

移動する ③（行政透明推進課からの送付後）６月分を下部に掲示する。 

 

 

（６）（参考）会議開催の周知フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会議開催のお知らせ」の送付（所管課⇒行政透明推進課） 

情報公開コーナー 市ホームページ 

 
附属機関及び審議会等の会議開催のお知らせ掲示板 

○月分 

 

【掲示板用】 

お知らせ 

当月分① 

 

【掲示板用】 

お知らせ 

当月分② 

○月分 

 

【掲示板用】 

お知らせ 

翌月分① 

会議開催の月別一覧表の作成及び「【掲示板用】会議開催のお知らせ」の送付 

（行政透明推進課⇒各区役所くらし応援室） 

「掲示板」の掲示による周知 

（各区役所くらし応援室） 

 

【掲示板用】 

お知らせ 

翌月分② 

市ホームページの掲載による周知 

 （所管課、行政透明推進課） 
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５ 区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱の解釈運用について 
 

第１条 目的 

 

 

 

 

 

 この要綱は、各区役所にある情報公開コーナーの設置及び運営に関し基本的な事項を定め、同コ

ーナーの事務処理の適正かつ円滑な遂行を図るためのものです。同コーナーでは、行政情報及び保

有個人情報の開示請求の受付、本市に関係する刊行物（パブリックコメントに関する資料含む）や

施設予約端末の利用などをすることができ、市民が本市の市政情報を入手する重要な場所となって

います。今後も統計書・報告書・計画書・事務事業概要・年報・地図・パンフレットなどの刊行物

を作成した際には同コーナーに配置し、積極的な情報提供に努めてください。 

 
第２条 定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例では行政情報について、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定義しています。 

 無償チラシ等については、行政資料とは異なる取扱いとし、各区のくらし応援室長に直接依頼す

るものとしています。（参考様式格納場所：行政透明推進課ライブラリ＞204 情報公開コーナー） 

第１条 この要綱は、さいたま市区役所情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」という。）

の設置及び運営に関し必要な事項を定め、情報公開コーナーの事務処理の適正かつ円滑な遂

行を図ることを目的とする。 

 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 行政情報 さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号）第２条第２

号に規定する行政情報をいう。 

⑵ 行政資料 市が作成した統計書、報告書、計画書、事務事業概要、年報、地図、パンフ

レット等の刊行物及び国、他の地方公共団体等が作成した刊行物で市が取得したものをい

う。ただし、制度利用の勧奨、イベントの告知その他の広報を目的として無償で頒布する

ために作成したチラシ、ポスター、パンフレット等（以下「無償チラシ等」という。）を除

く。 
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第３条 設置 

 

 

 

 

 情報公開コーナーの設置目的を確認的に規定したものです。市政に関する情報であれば、広く

情報提供を行うものとします。 

 

第４条 所管 

 

 

 

 

 各区役所情報公開コーナーについては、当該区のくらし応援室長が管理します。 

 

第５条 取扱事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 情報公開コーナーは、区役所くらし応援室長（以下「くらし応援室長」という。）が管

理する。 

第５条 情報公開コーナーの取扱事務は、次のとおりとする。 

 ⑴  情報公開制度及び個人情報保護制度に係る案内及び相談に関すること。 

⑵ 行政情報の開示に関する次に掲げる事務 

   ア 行政情報を特定するための開示請求に係る行政情報を保有する課との連絡調整に関す

ること。 

   イ 各実施機関に対する開示請求の受付に関すること。 

   ウ 行政情報の開示及び写しの交付を行う場所の提供に関すること。 

   エ 行政情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。 

   オ 行政情報の検索資料の閲覧に関すること。 

 ⑶ 保有個人情報の開示等に関する次に掲げる事務 

  ア 保有個人情報を特定するための開示請求等に係る保有個人情報を保有する課との連絡

調整に関すること。 

   イ 各実施機関に対する開示請求等の受付に関すること。 

   ウ 保有個人情報の開示及び写しの交付を行う場所の提供に関すること。 

   エ 保有個人情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。 

 ⑷ 情報公開コーナーに配置する行政資料（以下「コーナー配置資料」という。）の整理、閲

覧及び貸出しに関すること。 

 ⑸ コーナー配置資料の頒布に関すること。 

 ⑹ コーナー配置資料の複写サービスに関すること。 

⑺ 情報公開コーナーの利用状況の集計に関すること。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市政に関する情報の提供に関すること。 

第３条 市民に対し、市政に関する情報を提供するため、区役所内に情報公開コーナーを設置

する。 
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 第１号から第３号までについては、行政情報及び保有個人情報の開示請求等に関する事務とな

ります。これらについては、ライブラリ掲載の情報公開制度・個人情報保護制度の手引、及び情

報公開・個人情報保護ハンドブックを参照してください。 

 

（１）コーナー配置資料の整理、閲覧及び貸出し 

    各区役所くらし応援室は、行政資料を収集したときは各区役所情報公開コーナーに配置し

閲覧に供するとともに、貸出用の行政資料があるものについては、市民に当該行政資料の貸

出しを行います。 
    詳細は、第９条（行政資料の配置等）及び第１１条（コーナー配置資料の貸出し）を参照

してください。 
    また、第１５条（行政資料の確認及び整理）に基づき、以下の内容を中心に、行政資料の

整理を行います。 
ア 「行政資料一覧表」及び「附属機関等ファイル一覧表」をもとに行政資料の紛失、破損、

汚損、加筆等の有無の確認及び分類整理 
イ 「行政資料一覧表」の内容に変更がある場合は一覧表の差し替え 
ウ 「附属機関等ファイル一覧表」の内容に変更がある場合は一覧表の差し替え 
エ 「有償刊行物一覧表」の内容に変更がある場合は一覧表の差し替え 

（２）行政資料の頒布 

    各区役所情報公開コーナーにおいて、行政資料の有償頒布を行います。 
詳細は、第１２条（行政資料の有償頒布）を参照してください。 

（３）行政資料の複写サービス 

    各区役所情報公開コーナーにおいて、行政資料のコピーをすることができます。 
詳細は、第１３条（行政資料の複写）を参照してください。 

（４）情報公開コーナーの利用状況の集計 

    各区役所くらし応援室は、本要綱第１４条に基づき、毎月１０日までに、行政透明推進課

に各区役所情報公開コーナーの利用状況の集計を報告します。 
（５）その他市政に関する情報の提供 

    本条第１号から第７号までに掲げるもののほか、本市に関する情報で提供が必要と認めら

れるものについての提供を行います。 
なお、提供の可否については、各区役所くらし応援室、行政透明推進課、関係課所等で協

議の上決定します。 
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第６条 利用日 

 

 

 

 

 各区役所情報公開コーナーの利用可能な日を定めたものです。 

 

第７条 利用時間 

 

 

 

 各区役所情報公開コーナーの利用可能な時間を定めたものです。 

 

第８条 設置物 

 

 

 

 

 

 

 

 各区役所くらし応援室は、市民が市政に関する情報を得るために必要な物として、各区役所情報

公開コーナーに以下のものを設置します。 

 ア 行政資料を複写するための複写機 
  ・情報公開コーナー設置資料の複写を行うためのものですが、空いている場合には外からの持

ち込み資料の複写も可能とします。 
 イ 行政資料の閲覧のための机及び椅子 
  ・行政資料の閲覧のためのものであり、会議などの他の用途で使用することはできません。 
 ウ 情報公開コーナーの案内板 
  ・利用可能日時や事務概要などを情報公開コーナー内の見やすい位置に掲示しています。 

・情報公開コーナーの範囲については、各区役所くらし応援室が定めレイアウトを作成し、行

政透明推進課に報告します。 
 エ その他、くらし応援室長が必要と認める物 
  ・施設予約端末では、公共施設予約システムやさいたま市ホームページを利用することができ

ます（詳細は、デジタル改革推進部が別に定める「施設予約端末利用規程」を参照してくだ

さい。）。 
  ・その他、情報公開コーナーを運営するに当たり、くらし応援室長が必要と認める物を設置す

ることができます。 
 

第６条 情報公開コーナーの利用日は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま

市条例第２号）第１条第１項に規定する日を除く日とする。 

 

第７条 情報公開コーナーの利用時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

第８条 くらし応援室長は、次に掲げる物を情報公開コーナーに常時設置するものとする。 

⑴ コーナー配置資料を複写するための複写機 

⑵ コーナー配置資料の閲覧のための机及び椅子 

⑶ 情報公開コーナーの案内板 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、くらし応援室長が必要と認める物 
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第９条 行政資料の配置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）行政資料の配置依頼 

所管課長は、各区役所情報公開コーナーに行政資料の配置を希望する場合は、さいたま市

市政情報の提供の推進に関する要綱第６条の規定により行政透明推進課長に依頼書を提出

します。附属機関等の会議に関する行政資料の配置については、会議の開催結果のみ依頼書

を提出します。 

行政透明推進課は、当該依頼書に基づき、各区役所くらし応援室に対し各区役所情報公開

コーナーへの配置を依頼します。 
なお、行政資料の配置に関する手続、注意点などについては、別に定める「さいたま市区

役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領」の各規定のとおりです。 

（２）さいたま市区役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条 行政資料を保有する課の長は、当該行政資料を情報公開コーナーに配置しようとする

ときは、さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱に規定する行政資料の情報公開コー

ナーへの配置について（依頼）を行政透明推進課長に提出しなければならない。ただし、特

定の区の情報公開コーナーにのみ配置をする場合は、当該区のくらし応援室長に直接依頼す

るものとする。 

２ くらし応援室長は、前項の規定により行政資料の配置の依頼を受けたときは、当該行政資

料を別表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる方法により配置するものとする。 

 

［行政資料の配置方法］ 

３ 行政資料は、次の方法で配置するものとします。 

⑴ 行政資料は、全ての情報公開コーナーに配置するものとします。ただし、くらし

応援室長が特に必要と認めたものについては、当該くらし応援室長が所管する情報

公開コーナーにのみ直接配置することができます。 

  なお、くらし応援室長が直接配置した行政資料は、合併前の旧市に関する行政資

料を除き、本市が公表する行政資料一覧には掲載されません。 

⑵ 情報公開コーナーの行政資料は、閲覧用１部及び貸出用１部を配置することとし

ます。ただし、貸出用の行政資料については、パブリックコメント用の資料等で配

置する行政資料の担当課（課に相当する室及び所を含む。以下「担当課」という。）

において多くの貸出しが見込まれるものは２部を配置することができ、市報等、無

償頒布をしているため担当課において貸出しの必要性が乏しいと認められるもの又

は担当課の保有部数が少ないため貸出用の資料を用意することが困難であるものは

配置をしないことができます。 

⑶ 行政資料を有償又は無償で頒布する場合は、閲覧用１部、貸出用１部のほかに、

頒布用として１０部を上限に配置することができます。ただし、有償頒布を行う行

政資料のうち、短期間に多くの部数の頒布が見込まれるものについては、担当課が

見込む頒布数の配置を行うことができます。 
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・行政資料は、原則、全ての区役所情報公開コーナーに配置します。ただし、くらし応援室

が特に必要と認めた行政資料については、行政透明推進課を通さず、当該くらし応援室が

所管する情報公開コーナーに配置することができますが、合併前の旧市に関する行政資料

を除き、「行政資料一覧表」には掲載されません。 

   ・行政資料は、「閲覧用１部」、「貸出用１部」を各区役所情報公開コーナーに配置します。た

だし、多くの貸出しが見込まれる場合や、逆に貸出しが見込まれない場合、ホームページ

等で閲覧に供されている場合、資料の保有部数が少ない場合など、状況に応じて、貸出用

の部数を増やすこと又は貸出用を置かないことができます。 

   ・行政資料を配置する際に、頒布用の資料を１０部まで配置することができます。ただし、

有償頒布する行政資料で、短期間に多くの頒布することが見込まれるものについては、１

０部を超える数の配置をすることができます。その場合は、さいたま市市政情報の提供の

推進に関する要綱第６条に定める「行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼）」

（別記様式）の「その他」欄に、前回依頼時の実績を記載するなど、その理由を明らかに

します。 

   ・附属機関等の会議に関する行政資料については、会議の開催結果について依頼文を提出す

るほか、さいたま市附属機関等会議公開要綱に定める公開手続により情報提供を行います。 
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・配置依頼は、「新規」、「追加」、「差替」、「期限延長」、「有償頒布」などの場合に行います。 

・附属機関等の会議に関する行政資料は、会議の開催結果のみ配置依頼を行います。 

・行政資料の数量は、閲覧用１０部＋貸出用１０部＋歴史資料保存用２部＝２２部です。 

・行政資料の表表紙には、「行政資料名」、「担当課名」のほか、「配置方法（＝「閲覧用」、 「貸

出用」、「有償頒布に関する表示」等を、本要領別記３を参考にシール等で明記します。 

・厚みのない行政資料は、フラットファイル等にとじて、背表紙を明記してください。 

・有償頒布を行う行政資料は、別記様式の「その他」に資料の概要を記入してください。 

記入された概要は、「有償刊行物一覧表」に掲載されます。 

・市民への情報提供として使用するため、情報の提供方法と根拠規定を記入してください。 

［配置依頼の方法］ 

４ 担当課は、次に掲げる方法により行政透明推進課に配置依頼を行ってください。た

だし、他の要綱等に配置依頼に係る手続が定められている場合は、当該要綱等の規定

により配置依頼を行ってください。 

なお、配置依頼は、新規設置のときのほか、配置済みの行政資料への追加、差替え

又は配置期限の延長を行う場合にも行うものとします。 

⑴ 行政透明推進課長あてに依頼文として、さいたま市市政情報の提供の推進に関す

る要綱第６条に定める行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼）（以

下「依頼文」という。）を作成してください。記入方法は（別記１）を参考にしてく

ださい。 

⑵ 行政資料を、情報公開コーナー配置用として閲覧用及び貸出用を各１０部並びに

歴史資料保存用として２部用意してください。 

⑶ ⑵で用意する全ての行政資料には、（別記２）を参考に背表紙に縦書きで「行政資

料名」及び「担当課名」を、表表紙には、横書きで「行政資料名」、「担当課名」及

び「配置方法」を明記してください。原則として開架式の書架への配置になります

ので、厚みのないものはファイル等にとじて背表紙をつけるようにしてください。 

⑷ ⑶で定める「配置方法」とは、閲覧、貸出等のことで、（別記３）を参考に行政資

料の表表紙に明記してください。 

⑸ 同種の行政資料は、１冊のファイルにとじて配置することができます。ファイル

は当該年度において初めて依頼する際に⑶及び⑷により作成してください。ファイ

ルに明記する名称は、中につづられる行政資料の総称とします。以後、当該年度内

に新たに作成した行政資料は当該ファイルに差し込むことにより追加しますので、

その旨を依頼文の備考欄に明示してください。また、複数年度の資料を１冊のファ

イルにとじる場合は、中表紙により年度ごとに区分してください。この場合、依頼

時に作成したファイルは、中につづられる行政資料を差替えることにより、継続し

て利用します。 

⑹ ⑴で作成した依頼文及び⑵から⑸までの方法により用意した行政資料を行政透明

推進課へ送付してください。 

50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［別記１］市政情報の提供の推進に関する要綱別記様式の記入方法（ファイルにつづる追加分として依頼する場合） 

［別記３］ 

配置方法（使用するもの） 

 

  
閲覧用 

※この資料については、 
貸出用もあります。 

  
貸出用 
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［別記２］ 

① 冊子になっている行政資料を配置する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 行政資料の厚さが薄く背表紙に文字の表記が不可能な場合又は資料をまとめて配置

したい場合 

 

 

 

 

 

行政資料の「背表紙」に、「行政資料名」「所管する課所等名」を表記する。 

※冊子に既に表記されている場合を除く  

 

背表紙のあるフラットファイル等を用意し、行政資料を綴り、「表表紙」に、「行政資

料名」、「所管する課所等名」「閲覧用、貸出用」をシール等により表記する。 

 

専用ファイルの「背表紙」に、「行政資料名」「所管する課所等名」をシール等により

表記する。 

 

行政資料の「表表紙」に、「行政資料名」「閲覧用、貸出用」「所管する課所等名」を

シール等により表記する。※冊子に既に表記されている場合を除く 
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［別記１］市政情報の提供の推進に関する要綱別記様式の記入方法（有償頒布用として依頼する場合） 

［別記３］ 

配置方法（使用するもの） 

 

  
閲覧用 

※この資料については、 
貸出用もあります。 

  
貸出用 

  
この資料は有償で販売もして

おります。ご希望の方は職員ま

でお申し付けください。 
 
頒布価格     円 
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・配置期間の開始年月日を指定する場合は、行政透明推進課での処理、庁舎連絡便による日

数、各区くらし応援室での配置等に係る時間が必要ですので、配置開始日の４開庁日前ま

でに、行政透明推進課へ送付してください。配置開始日の４開庁日前までに行政透明推進

課へ送付できない場合や量が多い（コンテナボックス１個に収まらない）場合、所管課所

等が直接各区役所くらし応援室へ持っていく場合は、必ず行政透明推進課へ相談してくだ

さい。 

以下に配置に当たっての良くない例を掲載しますので、事務の参考としてください。 

＊配置開始日の４開庁日前までに行政透明推進課へ送付できず、開始日に配置できなか

った（市報さいたまに掲載したが、開始日に配置が間に合わなかった。）。 

＊行政透明推進課に事前相談なく、配置の依頼文も持たずに、直接各区役所くらし応援

室ヘ持って行ってしまった。 

＊行政透明推進課へ配置の依頼をせず、所管課等が、配置を希望する行政資料を直接文

書区分室に置いてしまった。 

＊行政透明推進課又は各区役所くらし応援室を通さず、各区役所情報公開コーナーへ行

き、委託職員に直接預けてしまった。 

［配置期間］ 

５ 行政資料の配置期間は次に掲げる期間とし、期間が終了した行政資料はすべて担当

課へ返却するものとします。 

⑴ 配置期間の開始日は、希望する日がなければ、指定しないものとします。ただし、

配置期間の開始日を指定する場合は、当該開始日の４開庁日前までに行政透明推進

課へ送付してください。 

⑵ 配置期間の終了年月日（以下「配置期限」という。）は必ず記入してください。配

置期限は、以下に掲げる行政資料を除き、指定された配置期間の開始日（開始日を

指定していない場合は、依頼文の作成年月日）から最長３年間とします。ただし、

担当課が限度を超えて行政資料を配置することを希望する場合は、行政透明推進課

長と協議の上、行政透明推進課が必要と認める配置期限まで配置することができま

す。 

⑶ 市史、例規又は手引に関する行政資料については、継続配置とすることができま

す。継続配置とした行政資料は、担当課から書面による配置終了の申し出があるま

で配置するものとします。 

⑷ さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき配置する行政資料の配

置期限は、配置開始日の属する年度の翌年度の末日までとします。 

⑸ 総合振興計画に関する計画その他取組期間に関する定めがある計画に関する行政

資料の配置期限は、当該取組が終了する日と同一の日とします。また、計画の配置

と同時に頒布する概要版も同一の配置期限とすることができます。 

⑹ ４⑸の規定により作成したファイルにとじる行政資料の配置期限は、年度ごとに

同一の日とします。 
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・配置期間の終了年月日は、必ず記入します。 

配置期間については、以下のとおりです。 

ア 「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」に基づき配置する資料（「会議

の開催結果」、会議資料、会議録） 

⇒現年度を含めて２年度（＝会議を行った年度及びその翌年度） 

イ その他の行政資料 

⇒最長で配置開始日から３年間 

ウ 取組期間が３年を超える計画等で、当該期間中の配置が必要な行政資料 

⇒当該期間の終了日まで 

※ この場合は、「行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼）」の「そ

の他」欄に、当該取組期間を記載するなど、その理由を明らかにします。理由が

ない場合は、各区役所くらし応援室の了承を予め得ておき、その旨を記載します。 

エ 同種の行政資料を１冊のファイルにつづる際は、年度ごとに同一の日付とします。 

【例】行政資料名（ファイル名）「○○会議会議録」につづられている資料の配置期限 

・令和５年度開催分 ⇒ 令和７年３月３１日まで 

・令和６年度開催分 ⇒ 令和８年３月３１日まで 

 ・行政資料の有効活用のため、行政資料の利活用を積極的に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各区役所情報公開コーナーへの送付は庁舎連絡便で行うため、総務局総務部総務課が別に

定める「本庁舎・区役所等使送便の利用上の注意」等を参照し、その取扱いに係る事項を

必ず遵守してください。 

・行政資料に該当しない資料の配置等については、以下のとおりです。 

ア 無償チラシ等を各区役所情報公開コーナーに配置する場合 

⇒必要事項を記入した「無償チラシ等の情報公開コーナーへの配置について（依頼）」

により、各区役所くらし応援室へ直接依頼してください。 

イ ポスター等の掲示物を庁舎内の壁面や掲示板等に掲示する場合 

⇒当該庁舎の管理担当課（市役所本庁舎→庁舎管理課／各区役所→各区総務課） に

お問い合せください。 

［配置依頼の際の留意点］ 

６ 配置依頼の際は、次に掲げる事項に注意してください。 

⑴ 行政透明推進課から情報公開コーナーへの送付については連絡便によるため、総

務局総務部総務課における各庁舎連絡便の取扱いに係る事項を守り、これに沿わな

い資料等については、各課にて対応していただきます。 

⑵ 行政資料に該当しないチラシ等の印刷物を情報公開コーナーに配置しようとす

る場合には当該情報公開コーナーを所管する区役所くらし応援室に、行政資料に該

当しないポスター等の掲示物を庁舎内に掲出しようとする場合には当該庁舎の管

理担当課に依頼又は問合せをしてください。 
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第１０条 利用者の遵守事項等 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用者の遵守事項 

各区役所情報公開コーナーを利用する市民が遵守すべき事項を定めたものです。 

（２）くらし応援室長の対応 

市民が情報公開コーナーで迷惑行為を行った場合は、くらし応援室長が対応します。 

利用者が各号に掲げる事項を遵守しないときは、くらし応援室長は、当該利用者に対して

当該行為を直ちに止めるよう指導を行い、これに従わないときは情報公開コーナーからの退

出を命じることもできます。 

 

第１１条 コーナー配置資料の貸出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）コーナー配置資料の貸出し 

 「貸出用」がある行政資料については、１回につき最大３冊まで、最長２週間借りること

ができます。ただし、２週間を過ぎても返却がなされない場合など、返却の催告等に必要が

あるため、貸出しを受けようとする者は、必ず、氏名、住所、連絡先等を記載した「資料貸

出申込票」により申し込まなければなりません。 

第１０条 情報公開コーナーを利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

 ⑴ 情報公開コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。 

 ⑵ コーナー配置資料を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。 

 ⑶ コーナー配置資料を所定の場所で閲覧すること。 

 

第１１条 コーナー配置資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申込票により申し込ま

なければならない。 

２ 貸出しをすることができるコーナー配置資料の貸出期間は２週間以内、貸出数量は１回に

つき３点以内とする。 

３ くらし応援室長は、コーナー配置資料の貸出しを受けている者からの申し出により、当該

コーナー配置資料の貸出しを希望する者が他にいないことが明らかな場合に限り、貸出期間

を延長することができる。ただし、延長の期間は１週間を限度とする。 

４ くらし応援室長は、コーナー配置資料の貸出しを受けている者が正当な理由がなく貸出期

間を経過しても当該コーナー配置資料を返却しないときは、催告その他返却させるために必

要な措置をとらなければならない。 

５ くらし応援室長は、貸出しをしたコーナー配置資料について、前項の規定による催告を行

ってから２週間を経過しても返却されないとき又は返却される見込みがないと判断したとき

は、当該コーナー配置資料を保有する課に対して貸出用資料の再配置を速やかに依頼するも

のとする。 
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（２）貸出期間の延長 

 コーナー配置資料の貸出しを受けている市民は、申し出により、当該コーナー配置資料の

貸出しを希望する者が他にいないことが明らかな場合に限り、貸出期間を１週間延長するこ

とができます。 

なお、延長は繰り返し行うことができます。 

（３）返却遅延時の対応 

 貸出用の資料が返戻されない場合は、くらし応援室は速やかに延滞者に返戻するよう催告

を行いますが、２週間を経過しても返却されないとき又は返却される見込みがないと判断し

たときには次の利用者のため当該コーナー配置資料を保有する課に対して貸出用資料の再

配置を依頼します。 

 

第１２条 行政資料の有償頒布 

 

 

 

 

 

 有償刊行物は、本市の貴重な収入となることから、市民等が購入しやすいように、各区役所情報

公開コーナーで販売することを定めたものです。ただし、購入希望の市民等が、当該有償刊行物の

所管課所等を直接訪れることも考えられることから、当該所管課所等で販売することもできます。 

 

第１３条 コーナー配置資料の複写 

 

 

 

 

 

 

 

 各区役所情報公開コーナーに配置されている行政資料は、同コーナー内に設置されているコピー

機を利用して片面１枚あたり白黒については１０円、カラーについては２０円の代金でコピーをと

ることができます（Ａ３以下）。ただし、著作権法の規定に反する場合などは、コピー機の利用はで

きません。 

 

 

第１２条 市が有償で頒布する行政資料（以下「有償刊行物」という。）は、情報公開コーナー

において取り扱うものとする。ただし、当該有償刊行物を作成した課において頒布すること

を妨げない。 

第１３条 コーナー配置資料は、情報公開コーナー内に設置された複写機により複写すること

ができる。ただし、著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定に反する場合その他複写す

ることが不適当であるとくらし応援室長が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による複写の代金は、１面につき１０円（カラーの場合にあっては、２０円）

とする。 
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第１４条 利用状況の集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用状況の報告 

    各区役所くらし応援室は、毎月１０日までに、行政透明推進課に利用状況の報告をします。 

    利用者数は次に掲げる事項のいずれかに該当する者であって、同一人物が複数の事項に該

当する場合は一人と数え、その数を男女の別なく数取器等で数えます。ただし、市職員は利

用者に含みません。 

 

⑴ 施設予約端末の利用者 

⑵ 複写機の利用者 

⑶ 机及び椅子の利用者 

⑷ 行政資料の閲覧等を行った者 

⑸ 有償刊行物の購入者 

⑹ 市民手帳の購入者 

⑺ 情報公開コーナーに設置された無償チラシ等を持っていった者及び見ていた者 

⑻ 行政情報開示請求者及び保有個人情報開示請求者 

⑼ 行政情報開示請求及び保有個人情報開示請求の開示を受けた者 

 

（２）利用状況の公表 

    行政透明推進課は、年度ごとに、区役所情報公開コーナーに関する運用状況を取りまとめ、

公表します。 

第１４条 くらし応援室長は、毎月１０日までに、次に掲げる事項を行政透明推進課長に報告

するものとする。 

⑴ 情報公開コーナーの利用者数 

⑵ 有償刊行物の頒布数、頒布額、内訳及び在庫数 

⑶ コーナー配置資料の貸出冊数 

⑷ 情報公開コーナー内の複写機の利用枚数 
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第１５条 コーナー配置資料の確認及び整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民の利便性向上のため、コーナー配置資料の整理と一覧表の更新を行っています。 

 

第１６条 その他 

 

 

 

 

この要綱に定めるもののほか、情報公開コーナーの運営に関して必要があるものについては、

各区役所くらし応援室長において、別に定めることとしたものです。 

第１５条 くらし応援室長は、毎月１０日までに、次に掲げる事項の確認及び整理を行うもの

とする。 

⑴ 行政資料一覧表を基にしたコーナー配置資料の紛失、破損、汚損、加筆等の有無の確認

及び分類整理 

⑵ 行政資料一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

⑶ 附属機関等一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

⑷ 有償刊行物一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、情報公開コーナーの運営に関し必要な事項は、くら

し応援室長が定める。 
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 様式記載に当たっての補足事項  

（１）行政資料の名称 

・行政資料の名称、表題等を記入する。 

・ファイルを提出する場合は、ファイルの表表紙に記したファイル名を記入する。 

・既に配置してあるファイルに行政資料を追加する場合は、当該追加分の行政資料の名称を、

綴り先ファイルの名称欄にファイルの表表紙に記したファイル名を記入の上「その他」欄

に当該ファイルにつづる旨を記入する。 

 

行政資料の名称 
（依頼する資料の名称を正確に記入） 

令和○○年度第▲回さいたま市■■■■会議報告書 

綴り先ファイルの名称 
（上記と異なる場合に総称を記入） 

さいたま市■■■■会議報告書 

 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

■ファイルの名称欄の記載資料の追加資料です。 
□  年  月  日付け依頼資料の差替え資料です。 
□パブリック・コメントにつき貸出用資料が２部あります。 
□その他（                  ） 

 

（２）作成年月日 

・行政資料を作成した年月を記入する。 

作成年月日 令和６年５月作成 

 

（３）配置方法 

・行政資料の配置方法を記入する。 
・「有償頒布」、「無償頒布」がある場合には、頒布部数（各区役所情報公開コーナーの在庫数

＝原則１０部上限［要領３（３）参照］）を記入する。 
・「有償頒布」がある場合には、販売価格、本体重量を記入する。 

 
   例 有償頒布がある場合 

配置方法 
※ パブリック・コメント用資料は貸出

用を 2 部配置できる。 

※ 無償頒布の依頼は配置依頼と同時の

場合で各区 10 部以内を原則とする

が、理由を付記の上、頒布見込み数と

することができる。 

■閲覧 
■貸出し 
■有償頒布（各区１０部） 

価  額  ５００円 
重  量  ４５０ｇ 

□依頼資料の概要版などの無償頒布（各区  部） 
□パブリック・コメントなどの意見募集資料のため、配置場所への配慮

をお願いします。 
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（４）配置期間 

   ・行政資料の配置期間を以下のとおり記入する。 
    ア 「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」に基づき配置する資料 

      ⇒現年度を含めて２年度（＝会議を行った年度及びその翌年度） 

    イ その他の行政資料 

      ⇒最長で配置開始日から３年間（同種の行政資料を１冊のファイルにつづる際は、

年度ごとに同一の日付となっているかを確認する。） 

    ウ 取組期間が３年を超える計画等で、当該期間中の配置が必要な行政資料 

⇒当該期間の終了日まで 

 
    例１ 配置開始年月日を記入しない場合 

配置期間 
（開始期間は希望する場合のみ記入） 

  年  月  日～令和８年３月３１日 

※終了日は必ず記入してください。 

 
    例２ 年度の途中に依頼し、３年間（最長）配置する場合 

配置期間 
（開始期間は希望する場合のみ記入） 

令和６年５月１日～令和９年４月３０日 

※終了日は必ず記入してください。 

 
    例３ 取組期間が３年を超える計画等で、当該期間中継続的に配置する場合（例：５年） 

配置期間 
（開始期間は希望する場合のみ記入） 

令和６年５月１日～令和１１年３月３１日 

※終了日は必ず記入してください。 

＋ 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

□ファイルの名称欄の記載資料の追加資料です。 
□  年  月  日付け依頼資料の差替え資料です。 
□パブリック・コメントにつき貸出用資料が２部あります。 
■その他（配置期間は、計画期間としています。） 

 
（５）その他の提供方法 

・市政情報の提供の推進に関する要綱第４条第１項に掲げる提供方法を記入してください。 
（６）情報提供の根拠規定 

・市政情報の提供の推進に関する要綱第２条各号及び第３条各号に掲げる情報の中から、提

供する情報が該当する規定を記入してください。 
（７）その他 

   ・特記事項がある場合は、必要に応じて修正して記入してください（その際は、依頼先の各

区役所くらし応援室の職員及び委託職員に内容が的確に伝わる文章としてください。）。 
   ・有償頒布を行う場合は、有償刊行物一覧表に掲載するため、資料の概要を記載してくださ

い。
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例１ パブリックコメント用資料のため、「貸出用」が２部ある場合 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

□ファイルの名称欄の記載資料の追加資料です。 
□  年  月  日付け依頼資料の差替え資料です。 
■パブリック・コメントにつき貸出用資料が２部あります。 
□その他（                      ） 

     
    例２ 配置済みの行政資料の差替えを行う場合 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

□ファイルの名称欄の記載資料の追加資料です。 
■令和６年４月１日付け依頼資料の差替え資料です。 
□パブリック・コメントにつき貸出用資料が２部あります。 
□その他（                      ） 

  
 例３ 有償頒布する行政資料で、短期間に多くの頒布することが見込まれるため、閲覧及

び貸出用以外に、１０部を超える数の有償頒布用の資料を配置する場合（理由記載） 

配置方法 
※ パブリック・コメント用資料は貸出

用を 2 部配置できる。 

※ 無償頒布の依頼は配置依頼と同時の

場合で各区 10 部以内を原則とする

が、理由を付記の上、頒布見込み数と

することができる。 

■閲覧 
■貸出し 
■有償頒布（各区２０部） 

価  額  ５００円 
重  量  ４５０ｇ 

□依頼資料の概要版などの無償頒布（各区  部） 
□パブリック・コメントなどの意見募集資料のため、配置場所への配慮

をお願いします。 
＋ 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

■その他（この資料は、○○事業に関する計画書です。） 
■その他（有償頒布の配置数は、前年度実績２０部によるもので

す。） 

又は 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項は具

体的に記入すること。 

■その他（この資料は、○○事業に関する計画書です。） 
■その他（有償頒布の配置数は、くらし応援室了承済みです。） 

 
（８）担当課 

   ・当該依頼文は、行政透明推進課から各区くらし応援室への依頼文とセットで、各区くらし

応援室へ送付するので、課所等名の記載については、局名からの表記とし、併せて各区く

らし応援室から連絡するための電話番号（外線）を記載する。 

担当課 
電話番号（外線） 

総務局 総務部 行政透明推進課 
０４８－８２９－１１１７ 
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６ コスト表記実施要綱の解釈運用について 

第１条 目的 

 

 

 

 

 

 この要綱は、市民の費用対効果に対する関心が高い印刷物、イベント及び委託調査事業のコスト

を表示することにより、市政の透明性の確保と、職員のコスト意識の更なる向上を図ることを目的

とするものです。この要綱に則って積極的な情報提供による「見える化」と、１円たりとも税金を

無駄にしない行財政改革の推進に努めてください。 

 

第２条 定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト表記の対象となるのは、次に掲げるものです。 

（１）印刷物 

印刷物とは①「本市が発行するもの」②「印刷センター、外部業者等に発注するもの」とい

う２つの用件の両方を満たすものとし、配布対象が市民であるか職員であるかを問いませんが、

賞状などの特定の個人に交付するために作成したもの、申込書などの市や特定の第三者への提

第１条 この要綱は、印刷物の作成並びにイベント及び委託調査事業の実施に要するコストを

表示すること（以下「コスト表記」という。）に関して必要な事項を定めることにより、市政

の透明性の確保と職員のコスト意識の更なる向上を図ることを目的とする。 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 所管課 印刷物を作成し、又はイベント若しくは委託調査事業を所管する課をいう。 

 ⑵ 印刷物 市が発行する広報紙、報告書、パンフレット、ポスター、広告としての機能を

有する封筒等であって、印刷センター又は外部業者に発注して作成するものをいう。ただ

し、次に掲げるものを除く。 

  ア 個人に交付することを目的として作成するもの 

イ 市その他特定の第三者に提出することを目的として作成するもの 

ウ その他市の共通物品として作成するもの 

 ⑶ イベント 市が主催し、又は共催する講演会、シンポジウム、フォーラム、研修等の行

事をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月２２日決裁）に定

める附属機関等の会議 

イ 対象者を市職員に限定した会議又は研修であって、当該会議又は研修のための予算を

計上していないもの 

⑷ 委託調査事業 市が外部業者に委託して物事の実態、動向等を明確にするために実施す

る調査、検査、測定、研究、鑑定等の事業をいう。 
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出を目的として作成したものは対象から除外しています。また、共通封筒などの共通物品につ

いても対象から除外しています。 

 

市が発行するものが対象となるため、指定管理者や実行委員会が発行するものは対象ではあ

りません。ただし、コスト表記することを妨げるものではありません。 

 

印刷センターとは、総務局総務部総務課において委託契約を締結し、本庁舎敷地内において

印刷業務を請け負っている業者をいい、外部業者とは、印刷会社や出版会社等の民間企業、Ｎ

ＰＯ、障害者施設等、印刷業務を請け負う業者をいいます。 

 

 なお、イベントの告知等のために作成する印刷物はイベントとして、委託調査事業の成果物

として作成する印刷物は委託調査事業としてコスト表記をすることとされていますので、当該

規定をそれぞれ参照してください。 

 

（２）イベント 

イベントとされる行事には、講演会、シンポジウム、フォーラム、研修に限らず、これらに

類する行事（表彰式、展覧会、「○○フェア」「○○祭り」「○○フェスティバル」等と呼称

されたイベント、「○○大会」「○○の集い」等と呼称された集会形式のイベント等）も広く

対象に含めるものとし、対象が市民であるか職員であるかを問いません。 

 

市が主催するものが対象となるため、指定管理者や実行委員会が主催するものは対象ではあ

りません。ただし、コスト表記することを妨げるものではありません。 

 

なお、附属機関等の会議に関するもの並びに職員のみを対象とした予算計上をしていない会

議及び研修は、対象から除外しています。 

 

（３）委託調査事業 

委託調査事業には、市場調査、計量調査、交通量調査、漏水調査、水質検査、大気検査、衛

生検査、環境測定、不動産鑑定などが挙げられます。 

なお、委託業務全般を対象とするものでないため、清掃、警備、建物管理（検査、測定を含

まない）等は含まれません。 
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第３条 印刷物のコスト表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）無償の印刷物のコスト表記の内容 

無償の印刷物のコスト表記については、原則として以下の内容を表記します。 

ア 印刷部数 

イ 印刷物の単価 

ウ 印刷物の作成に当たり特定収入がある場合は、特定収入を差し引いた単価 

※ その他表示することが適当と思われる事項については、積極的に表記してください。 

 

（２）有償の印刷物のコスト表記の内容 

有償の印刷物のコスト表記ついては、販売価格を表記します。 

※ 販売価格については、「市政情報の提供の推進に関する要綱」第４条第４項より、作成

第３条 所管課の長（以下「所管課長」という。）は、印刷物を作成したときは、コスト表記を

しなければならない。 

２ 無償の印刷物のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 印刷部数 

 ⑵ 印刷物作成コスト（当該印刷物を作成するためのコストであって、次のア及びイに掲げ

る印刷物の区分に応じ当該ア及びイに定めるものをいう。以下同じ。）を印刷部数で除した

金額。なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。

ただし、当該金額が１円未満の場合は、この限りでない。 

  ア 所管課に対し配当された予算により作成した印刷物 当該印刷物の作成に係る印刷製

本費及び委託料のうち、執行する予定額の総額 

  イ 印刷センターに発注して作成した印刷物 市長が別に定める単価表に掲げる単価を用

いて算出した額 

 ⑶ 印刷物作成コストから、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その他の特定

収入を差し引いた額を印刷部数で除した金額。なお、当該金額に１円未満の端数があると

きは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、当該金額が１円未満の場合は、この限

りでない。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

３ 有償の印刷物のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 販売価格 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

４ 前２項に規定するコスト表記は、当該印刷物の次に掲げる位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の印刷物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。ただし、裏

表紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙で市民及び職員が見や

すい位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の印刷物については、余白等の市民及び職員が見やすい位置 
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に要した実費相当額を基準として所属長が定めるものとしています。 

※ その他表示することが適当と思われる事項については、積極的に表記してください。 

 

（３）印刷物のコスト表記の位置 

 市民や職員が印刷物を一見して、有償・無償の別を含め、情報の提供を受けることができる

ようにするため、冊子様の印刷物については裏表紙の外側、その他の印刷物については余白等

で、市民や職員が見やすい位置に表記します。 

 

（４）イベントの告知等を目的とする印刷物や委託調査事業の成果物のコスト表記 

イベントの告知等のために作成する印刷物や委託調査事業の成果物として作成を委託した

印刷物については、別途経費の総額を表示するよう定めているので、当該規定をそれぞれ参照

してください。 

 

［印刷物のコストの算出方法］ 

（１）印刷センターに依頼した場合 

   ⇒次の式で、１部当たりの単価を算出する。 

 印刷センターへの委託コスト － 特定収入  

 印刷部数  

    ※ 印刷センターへの委託コストは、行政透明推進課のライブラリにある「さいたま市コ

スト表記実施要綱単価表」に基づき算出する。 

    ※ 印刷センターに依頼した印刷物の単価には、必ず「（概算）」の表記を付する。 

 

（２）外部業者等に発注した場合 

   印刷物の企画やデザインを委託した印刷物を作成した場合は、印刷に要する費用にこれらを

加えたものが印刷物作成コストとなります。 

   ⇒次の式で、１部当たりの単価を算出する。 

 （ 印刷製本費 ＋ 委託料 ） － 特定収入  

 印刷部数  

  

（３）印刷物を増刷した場合 

   ⇒増刷に要した経費で、１部当たりの単価を算出する。 

       例  

       ・初 版：１００万円÷１０，０００部＝１００円 

       ・増刷後：１５万円÷１，０００部＝１５０円 

 

（４）その他 

   印刷物の単価について、１円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を単価と

します。なお、印刷物の単価が１円未満の場合は、端数も含めて表記します。 
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［印刷物のコストの表記例］ 

（１）共通する表記方法 

  

 

 

（２）作成費用に企画・デザイン料を含む場合 

 

 

 

 

（３）委託業務の一部として作成した場合 

 

 

 

 

（４）増刷した場合 

 

 

 

 

（５）特定収入がある場合（未受領） 

 

 

 

 

（６）特定収入がある場合（受領済み） 

 

 

 

 

（７）他の団体が作成した印刷物について、負担部分がある場合 

   ※ 表記に当たっては、作成団体の協力を求め、同意を得られた場合のみ行うこと。 

 

 

 

 

（８）有償の印刷物の取扱 

 

この○○は△△部作成し、１部当たりの作成費用は、□□円（概算）です。 

 この○○は△△部作成し、１部当たりの作成費用は、□□円（概算）です。 

 （この印刷物の作成費用は、○○からの補助金の対象です。） 

販売価格 □□円 

 この○○は△△部作成し、１部当たりの印刷経費は、□□円（概算）です。 

 （広告料収入を差し引いた市の負担額は、１部当たり××円です。） 

 この○○は△△部作成し、１部当たりの印刷経費は、□□円です。 

 （○○掲出委託業務のうち、印刷に要した費用です。） 

 この○○は＊＊福祉施設で作成された印刷物で、△△部作成し、１部当たりの市

の負担分は、１部当たり××円です。 

 この○○は△△部作成し、１部当たりの作成費用は、□□円（概算）です。 

 （この印刷物の作成費用には、企画・デザイン料が含まれます。） 

 この○○は増刷分として△△部作成し、１部当たりの作成費用は、□□円です。 

 （初版は××部作成し、１部当たりの作成費用は▲▲円です。） 

67



第４条 イベントのコスト表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）イベントのコスト表記の内容 

イベントのコスト表記については、原則として以下の内容を表記します。 

ア イベントの実施のための費用として所管課が執行する予定の金額（契約額など） 

イ 特定収入があれば、アの費用からその額を差し引いた金額 

※ 「イベント等の実施に要する経費」としては、下記の例のものなどが考えられます。 

・イベント告知用のポスター、パンフレット、チラシの等作成費（印刷製本費など） 

・会場の賃借料 

・講師謝礼（報償費など） 

・イベントの運営を業務委託した場合の委託料 

・イベントの開催・運営等に要した需要費 

・その他イベントの開催等に要した経費全般 

 

（２）イベントのコスト表記の位置 

 市民や職員が印刷物を一見して情報の提供を受けることができるようにするため、パンフレ

ットなどの冊子様の印刷物については表紙の外側、研修の実施要領、ポスター、案内板、市ホ

ームページの関連コンテンツ等については余白等で、市民や職員が見やすい位置に行います。 

第４条 所管課長は、イベントのうち市が主催するものを実施するときは、コスト表記をしなけ

ればならない。 

２ 所管課長は、イベントのうち市が他の団体と共催するものを実施するときは、共催者と協議

の上、コスト表記をするよう努めるものとする。 

３ イベントのコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 当該イベントの実施にあたり配当された予算のうち、印刷物作成コストと印刷物作成コス

ト以外に所管課が執行する予定の総額とを合算した金額。ただし、当該金額が、１万円以上

の場合で千円未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た額とするものとし、１０万円

以上の場合で１万円未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た額とする。 

 ⑵ 前号に規定するコストの金額から、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その

他の特定収入を差し引いた額 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

４ 前項に規定するコスト表記は、当該イベントの告知等を目的として作成する印刷物、表示板、

ホームページ等の次に掲げる位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の印刷物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。ただし、裏表

紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙で市民及び職員が見やすい

位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の印刷物、表示板等については、余白等の市民及び職員が見やすい位置 

 ⑶ ホームページについては、市民及び職員が見やすい位置  
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［コストの算出方法］ 

（１）広告料収入等の特定収入がない場合 

イベント告知用のポスター、パンフレット、チラシ等の作成費（印刷製本費など）、会場の

賃借料、講師謝礼（報償費など）、イベントの運営を委託した場合の委託料、イベントの開催・

運営等に要した需要費、その他イベントの開催等に要した費用全般を合算して算出します。 

 

（２）広告料収入等の特定収入がある場合 

（１）の経費から、国庫支出金や広告料収入等の特定収入を差し引き算出とする。 

 

（３）その他 

  イベントの経費については、要した金額によって以下の例により表記する。 

     ・１万円未満の場合： 

９，５００円⇒９，５００円（四捨五入なく、当該総額をそのまま表記する。） 

・１万円以上１０万円未満の場合で、千円未満の端数があるとき： 

１２，３００円⇒１２，０００円（百円単位を四捨五入） 

     ・１０万円以上の場合： 

１０５，０００円⇒１１万円／１１０，０００円（千円単位を四捨五入） 

 

［イベントのコストの表記方法］ 

（１）共通する表記方法 

  

 

 

（２）広告料収入等の特定収入がある場合 

 

 

 

 

（３）共催の場合 

 

 

 

 

（４）実行委員会形式の場合（市が実行委員会に補助金を交付している） 

 

 

 

このイベントの開催に要する費用は、□□円です。 

このイベントの開催に要する経費は、□□円です。 

 （広告料収入を差し引いた市の負担額は、××円です。） 

このイベントは共催であり、開催に要する経費は、□□円です。 

 （このイベントの開催に要したさいたま市の負担額は、××円です。） 

 

このイベントは、（○○ボランティアの協力をいただいて運営しており、）開催に

要する経費としてさいたま市から□□円が交付されています。 
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第５条 委託調査事業のコスト表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）委託調査事業のコスト表記の内容 

委託調査事業のコスト表記については、原則として以下の内容を表記します。 

ア 委託調査事業の実施のための費用として所管課が執行する予定の金額（契約額など） 

   イ 特定収入があれば、アの費用からその額を差し引いた金額 

 

（２）委託調査事業のコスト表記の位置 

委託調査事業の調査報告書や検査報告書として作成される成果物について、冊子様の印刷

物については表紙の外側、その他の印刷物については余白等で、市民や職員が見やすい位置

に表記します。 

 

［委託調査事業のコストの表記方法］ 

（１）共通する表記方法 

  

 

 

（２）特定収入がある場合（未受領） 

 

 

 

第５条 所管課長は、委託調査事業を実施したときは、コスト表記をしなければならない。 

２ 委託調査事業のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 当該委託調査事業の実施にあたり配当された予算のうち、所管課が当該事業の実施のため

に執行する予定の総額。ただし、当該総額が、１万円以上の場合で千円未満の端数があると

きはこれを四捨五入して得た額とし、１０万円以上であって１万円未満の端数があるときは

これを四捨五入して得た額とする。 

 ⑵ 前号に規定するコストの総額から、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債その

他の特定収入を差し引いた額 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

３ 前項に規定するコスト表記は、当該委託調査事業の成果物（委託により作成された調査報告

書、検査報告書等をいう。以下この項において同じ。）の次に掲げる位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の成果物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。ただし、裏表

紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙で市民及び職員が見やすい

位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の成果物については、余白等の市民及び職員が見やすい位置 

 ⑶ ホームページについては、市民及び職員が見やすい位置 

この○○調査業務の委託に要する経費は、□□万円です。 

 この○○調査業務の委託に要する経費は、□□万円（概算）です。 

 （この調査業務の委託に要する経費は、△△からの補助金の対象です。） 
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（３）特定収入がある場合（受領済み） 

 

 

 

 

第６条 適用除外 

 

 

 

 

共催のイベントにおいて共催者の協力が得られない場合やコストを表記した印刷物で伝えよう

とする内容が、市民に誤解を生じさせるおそれがある場合など、事業の円滑な実施を著しく阻害す

るおそれがある場合には、コスト表記を行わないことができます。また、業務委託の契約形態によ

り金額が確定しないなど、コストを算出できない理由がある場合についても、同様とします。 

なお、他の法令で表記が禁じられている事項（情報公開条例において非公開とされる個人情報等）

に関しては表記を行いません。 

 

 

☆ 行政透明推進課ライブラリ掲載の「よくある質問」も併せて御覧ください。 

   行政透明推進課＞000 よくある質問＞09 よくある質問（コスト表記 XX.XX.XX 現在） 

第６条 この要綱の規定は、コスト表記を行うことにより、事業の実施に著しい支障が生じるお

それのある場合又はコストを算出できない理由がある場合については、適用しない。 

 

 この○○調査業務の委託に要する経費は、□□万円（概算）です。 

 （△△料収入を差し引いた市の負担額は、××万円です。） 
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第７条 その他 

 

 

 

この要綱に定めるもののほか、コスト表記に関して必要があるものについては、本手引等で別に

定めることとしたものです。 

 

※ コスト表記については、「コスト表記実施要綱」に定めるもののみならず、透明性とコスト

意識の観点から必要と思われるものがあれば、各課所等の判断により積極的に表記に努めてく

ださい。 
※ 最新の単価表は、行政透明推進課ライブラリに掲載しています。単価は、年度契約に基づい 
た金額のため、変更となる場合があります。 
（格納場所：行政透明推進課ライブラリ＞206 コスト表記＞コスト表記実施要綱単価表） 

 
【参 考】 

■印刷物の規格について 
 ・使用する用紙の規格は、Ａ３判・Ａ４判・Ａ５判を想定しています。Ｂ判やその他の規格の用

紙を使用する場合は収まる用紙で作成し、断裁を行います。 
 
■印刷物の作成部数について 
 ・印刷センターに依頼する印刷物の印刷枚数は、１００枚以上を想定しています。 
 
■単価計算に用いる用語について 

○ ペーパーマスター 
・ペーパーマスターとは紙版のことをいいます。 
・Ａ３判１面を１版としているため、Ａ４判片面刷り１枚を作成する場合の金額は、Ａ４判２

枚分（Ａ５判片面刷り１枚を作成する場合は４枚分）の金額となります。 
・単価表にはＡ４判の金額が表示されています。 
・Ａ３判はＡ４判の２倍の金額とし、Ａ５判はＡ４判の半額とします。 
・単価に印刷するページ分の金額を乗じて算出します。 

 ○ 印刷費用（＝オフセット通し） 
・単価表にはＡ４判の金額が表示されています。 
・Ａ３判はＡ４判の２倍の金額とし、Ａ５判はＡ４判の半額とします。 
・単価に印刷するページ分の金額を乗じて算出します。 

○ 用紙費用 
・総務課契約品を使用する場合は、該当用紙の単価に使用枚数を乗じて算出します。 
・自前で用意する場合は、用紙１枚当たりの購入金額に使用枚数を乗じて算出します。 

 ○ 丁合（ちょうあい） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、コスト表記に関し必要な事項は、別に定める。 
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・丁合とは印刷した用紙をページ順に並べ替える作業のことです。 
・単価に並べ替える用紙の枚数（ページではありません。）を乗じて算出します。 
・くるみ製本を行う場合のＡ３判及びＡ３ワイド判の表紙は、Ａ４判２枚として算出します。 

○ 紙折り 
・紙折りとは用紙を折りたたむ作業のことです。 
・単価に折りたたむ用紙１枚当たりの金額を乗じて算出します。 
・片袖折りを行う場合は、冊子様の資料の中に綴じることができます。 
・４つ折りを行う場合は、１枚当たりの費用が２倍となります。 
・３つ折り（巻三つ折り、外三つ折り）は、１回分となります。 
・用紙の大きさによる金額の違いはありません。 

  ○ 針金とじ 
・針金とじとは、印刷物を針金（ホッチキス）で綴じる作業のことです。 
・単価に作成部数（ページ／枚ではありません。）を乗じて算出します。 
・針金綴じを行った場合、くるみ製本は行いません。 

○ くるみ製本 
・くるみ製本とは、印刷物を表紙でくるむことにより製本する作業のことです。 
・単価に作成部数（ページ／枚ではありません。）を乗じて算出します。 
・くるみ製本を行った場合、針金とじは行いません。 

○ 天のり 
・天のりとは、付箋のように用紙の一部を簡単にはがせるように糊付けする作業のことです。 
・単価に作成部数を乗じて算出します。 

○ ミシン目 
・ミシン目とは、用紙にミシン目を入れて切り取りができるようにする作業のことです。 
・単価に１枚当たりのライン数を乗じ、更に枚数を乗じて算出します。 

○ 断裁 
・断裁とは、用紙をＡ３判・Ａ４判・Ａ５判以外の規格に裁断する作業のことです。 
・単価に断裁する枚数を乗じて算出します。 

○ 穴あけ 
・穴あけとは、用紙に穴をあける作業のことです。 
・単価に穴あけ枚数を乗じて算出します。 
・原則として１枚当たり４穴以下の穴あけとします。 
・５穴以上あける場合は、４穴を１枚として計算します。 
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７ 市政情報の写しの交付に係る費用徴収要領の解釈運用について 

 

第１条 趣旨 

 
 
 

本要領は、さいたま市情報公開条例（以下「条例」という。）第２１条の規定により推進する情

報提供のうち、写しの交付により提供する際の手続について定めたものです。 

 

第２条 写しの交付の請求先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
本条は、情報提供を行う際の役割及び写しの交付を行わない場合について定めたものです。 
市民等が市政情報の提供を希望する場合には、区役所情報公開コーナーが本市の情報公開の窓口

として最初に対応します。 
区役所情報公開コーナーは、市政情報の提供の申し出を受けたときは申出者からどのような市政

情報の提供を希望しているかを確認し、当該市政情報の所管課を特定します。 
当該市政情報の所管課の長は、提供する市政情報の内容を特定し、当該市政情報を区役所情報公

開コーナーに渡します。ただし、当該市政情報の所管課の長が出納員の任命を受けている場合には

直接交付し、写しの交付に係る費用を徴収することができます。 
区役所情報公開コーナーは、受け取った市政情報の写しを申出者に交付し、写しの交付に係る費

用を徴収します。 
なお、情報提供は任意で行うものであるため、他の法令等で提供の禁止又は提供の方法について

規定されている場合には当該法令等の規定に従うものとするほか、提供する市政情報の所管課の長

が交付すべきでないと認める場合は、交付しないものとすることができます。 

第２条 区役所くらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの（以下

「くらし応援室の参事又は副参事」という。）は、市民等から市政情報の写しの交付を求めら

れたときは、当該市政情報を所管する課（以下「所管課」という。）の長が指定する市政情報

の写しを交付するものとする。ただし、当該所管課の長が直接交付することを妨げない。 

２ くらし応援室の参事又は副参事及び所管課の長（以下「くらし応援室の参事又は副参事等」

という。）は、次に掲げる場合を除き、市民等に対し写しの交付を行うものとする。 

 ⑴ 当該市政情報の写しを交付することが著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定に反す

る場合 

 ⑵ 他の法令等の規定により当該市政情報の写しの交付をすることが定められている場合 

 ⑶ 所管課の長が、行政情報又は保有個人情報の開示請求として受け付けることが適当である

と認める場合 

 ⑷ その他所管課の長が当該市政情報の写しの交付をしないことが適当であると認める場合 

第１条 この要領は、市が保有する市政に関する情報（以下「市政情報」という。）の写しの

交付に関し、費用徴収その他必要な事項を定めるものとする。 
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第３条 写しの交付の方法 

 

 

 

 

 

 

本条は、写しの交付の方法について定めたもので、開示請求の方法に合わせるため、さいたま市

情報公開条例施行規則の規定に準じるものとしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 くらし応援室の参事又は副参事等による市政情報の写しの交付の方法は、次に掲げると

おりとする。 

⑴ 文書、図画、写真又はフィルムに該当するもの さいたま市情報公開条例施行規則（平成

１３年さいたま市規則第１８号。以下「規則」という。）第８条第５項の規定に準じて行う

ものとする。 

さいたま市情報公開条例施行規則 

(開示の実施等) 

第 8 条 条例第 17 条の規定による行政情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において

行うものとする。 

5 次の各号に掲げる文書、図画、写真及びフィルムの写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に

定めるものを交付することとする。 

(1) 文書、図画及び写真 当該文書、図画又は写真を複写機により用紙に複写したもの 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に印

刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの 

(5) 映画フィルム 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したもの 

6 条例第 17 条第 3 号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録に応じ、当

該各号に定める方法により行うものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、

実施機関が適当と認める方法により行うことができる。 

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に保有している専用

機器により行うことができるもの 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音時間 120 分の録音カセットテープ又は録音時間 80

分の録音ディスクに複写したものの交付 

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に保有している

専用機器により行うことができるもの 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを録画時間 120 分のビデオカセットテープに複写した

ものの交付 

(3) 前 2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する

プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わさ

れたものをいう。)により行うことができるもの 

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付 

ウ 当該電磁的記録を専用機器で再生したものの視聴 

エ 当該電磁的記録を幅 90 ミリメートルのフレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

の交付 

オ 当該電磁的記録を直径 120 ミリメートルで記憶容量 700 メガバイト又は 4.7 ギガバイトの光

ディスクに複写したものの交付 
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第４条 写しの交付部数 

 

 
 
 
 
 
 
 
本条は、写しの交付部数について定めたものです。 

市政情報を情報提供として提供する場合、提供する市政情報の加工に関する制限はないため、交

付を行うくらし応援室の参事又は副参事等の判断で対応するものとします。 

なお、複数の市政情報を１度に一括して複写し、又は印刷する場合には、市民等にとって見やす

いものとなっているかどうかを確認の上行うものとします。 

 

第５条 写しの交付に係る費用徴収 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 本条は、写しの交付を行ったときの費用の徴収について定めたものです。 
 写しの交付に係る費用は契約行為であり、地方自治法に定める手数料とは異なります。 
 市政情報を所管する課の長は、無償で提供することを意図して作成した市政情報や積極的に広報

していくために利用する場合には当該市政情報を無償で提供することができます。 
 くらし応援室の参事又は副参事、もしくは出納員に任命されている市政情報の所管課の長は、市

政情報の写しと引き換えに当該市政情報の写しに係る費用を受領し、領収書等を交付します。 
 費用の還付は、所属長の判断により行います。 

第４条 市政情報の写しの交付部数は、市政情報１件につき１部とする。ただし、次に掲げる場

合であって、市民等が希望するときは、くらし応援室の参事又は副参事等は、複数の市政情報

を１面に印刷し、１部として交付を行うことができる。 

⑴ 複数の市政情報を複写機で複写する場合であって、１度に一括して複写することが容易で

あるとくらし応援室の参事又は副参事が認める場合 

⑵ 電磁的記録を印刷する場合であって、複数の市政情報を１度に一括して印刷することが容

易であるとくらし応援室の参事又は副参事等が認める場合 

第５条 くらし応援室の参事又は副参事等は、市政情報の写しの交付を行った場合は、次に掲げ

るものの交付を行う場合を除き、当該市政情報の写しの交付を受けた者から、別表に掲げる金

額を実費として徴収するものとする。 

⑴ 所管課の長が、市民等に無償で提供する目的で作成したもの 

 ⑵ 所管課の長が、パブリシティとして市民等に無償で提供する必要があると認めるもの 

 ⑶ その他所管課の長が、事務事業の遂行上、市民等に無償で提供する必要があると認めるも

の 

２ 前項の規定による費用の徴収は、くらし応援室の参事又は副参事等が市政情報の写しの交付

と引き換えに行うものとする。 

３ くらし応援室の参事又は副参事等は、費用の徴収をしたときの領収書の取扱いは、さいたま

市会計規則第 26 条の規定に準じて行うものとする。 

４ 第１項の規定により徴収した費用は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認め

るときは、この限りでない。 
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別表（第５条関係） 

市 政 情 報 の種 類  写 しの作 成 の方 法  写 しの作 成 に要 する

費 用  

文 書 、図 画 及 び写

真  

複 写 機 による写 しの作 成 (日 本 産 業

規 格 A 列 3 番 以 下 の大 きさの用 紙

に複 写 する場 合 ) 

白 黒  1 枚 につき 10 円  

カラー 1 枚 につき 20 円  

複 写 機 による写 しの作 成 (日 本 産 業 規 格 A 列 3 番 を

超 える大 きさの用 紙 に複 写 する場 合 ) 

実 費 相 当 額  

マイクロフィルム 用 紙 への印 刷 による写 しの作 成  白 黒  1 枚 につき 10 円  

写 真 フィルム 印 画 紙 への印 画 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

スライド 印 画 紙 への印 画 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

映 画 フィルム ビデオカセットテープへの複 写 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

電 磁 的 記 録  録 音 カセットテープへの複 写 による写 しの作 成  1 巻 につき 120 円  

録 音 ディスクへの複 写 による写 しの作 成  1 枚 につき 150 円  

ビデオカセットテープへの複 写 による写 しの作 成  1 巻 につき 200 円  

用 紙 への出 力 による写 しの作 成 (日

本 産 業 規 格 A 列 3 番 以 下 の大 きさ

の用 紙 に出 力 する場 合 ) 

白 黒  1 枚 につき 10 円  

カラー 1 枚 につき 20 円  

用 紙 への出 力 による写 しの作 成 (日 本 産 業 規 格 A 列

3 番 を超 える大 きさの用 紙 に出 力 する場 合 ) 

実 費 相 当 額  

フレキシブルディスクカートリッジへの複 写 による写 し

の作 成  

1 枚 につき 50 円  

光 ディスク(容 量 700 メガバイトのもの)への複 写 による

写 しの作 成  

1 枚 につき 60 円  

光 ディスク(容 量 4.7 ギガバイトのもの)への複 写 による

写 しの作 成  

1 枚 につき 100 円  

備考  

1 1 枚の用紙の両面に複写、印刷又は出力した場合の写しの作成に要する費用

は、2 枚として計算する。 

2 この表により難い場合の費用の額は、当該市政情報の写しの作成に要する費

用の実費に相当する額とする。   
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８ 提供する情報についての留意事項 

本市において情報公開制度における情報提供は、大きく分けて２種類あります。 

１つ目は、本市からの積極的な情報提供であり、２つ目は、市民等からの請求に対する任意的

な情報提供です。 

１つ目は、『さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱』において規定されており、『「見

える化」推進の手引』において具体的なルールを示しているところです。 

一方、２つ目は、本市としての統一したルールはなく、各所属における対応となっています。

これは、各所属において、窓口や電話での応対を含む情報提供については、個別具体的なケース

の対応がほとんどであり、画一的なルールで対応することが現実的に困難なためです。 

 しかし、いずれの情報提供についても、不開示情報は基本的には共通することから、各所属に

おける不開示情報の判断の参考等の留意事項をここに示します。 

 

（１）情報の内容について 

ア 内容は正確か 

     ・誤り、誇張した表現、誤解を招く表現などはないか 

     ・不開示とすべき情報はないか  

→ 『（３）（参考）情報提供を依頼された場合の、不開示情報の判断方法について』 

を参照 

・情報提供の場合は、開示請求とは異なり、不開示情報がある場合において、 

黒塗り(マスキング)ではなく、削除する（その部分を出さない）ことができる。 

   イ 内容は分かりやすいか 

     ・伝えたい内容が明確になっているか 

・分かりやすく編集をしているか（明確な見出し、平易な言葉遣い、身近な例の引用、

写真・イラスト・グラフ等の活用など） 

・ターゲットとなる人たちがある場合は、その人たちの特性に合わせた表現になってい

るか 

ウ 見出し等を工夫し、情報の全体像がつかみやすく、興味を引くようなものとなっている

か 

エ 最新の内容となるよう、こまめに更新を行っているか 

オ 不開示となり得る情報である「個人に関する情報」は、「個人情報」とは異なるものであ

り、これらの用語を用いる際は注意が必要 

用語 内容 注意事項 

個人に 

関する 

情報 

・生存する個人に関する情報 

・死亡した個人に関する情報 

死亡した個人に関する情報は、「個人情報」

には該当しないが、「個人に関する情報」に

該当するため、不開示となり得る。 

個人情報 ・生存する個人に関する情報 

に限る 

「個人情報」には、死亡した個人に関する情

報は含まない。 
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（２）さいたま市情報公開条例に定める不開示情報について 

さいたま市情報公開条例では、第７条において、行政情報開示請求された行政情報は原則

開示することとしていますが、次に掲げる情報については例外的に開示しないこととしてい

ます。情報提供に当たっても、これらの不開示情報に当たるものは、開示請求を参考に判断

して提供しないこととするものです。 

 

ア 法令秘情報（第７条第１号） 

法令等の規定により公開することができないとされている情報をいいます。ここでい

う「法令等」とは法律、政令、府令、省令、その他の命令並びに条例及び条例の委任を

受けた規則をいいます。 

 例  

・他目的への使用が禁止されている情報（統計法等） 

・地方税法等の個別法令により職員に守秘義務が課せられている情報 

イ 個人に関する情報（第７条第２号） 

特定の個人を識別することができる情報（他の情報と照合することにより特定の個人

を識別できることとなるものを含む。）又は識別することができなくても個人の権利利

益を不当に害するおそれがある情報をいいます。 

 例  

・個人の氏名、住所等 

・個人の未公表の著作物、相談記録、日記等 

ウ 法人等に関する情報（第７条第３号） 

法人、その他の団体（自治会、商店会等）や事業を営む個人の情報であって、当該法

人等の権利利益を不当に害するおそれがある情報をいいます。 

 例  

・法人等のノウハウに関する情報 

・法人の今後の販売計画、受注計画等に関する情報 

エ 審議、検討又は協議に関する情報（第７条第４号） 

市及び国等における審議検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより適

正な意思形成における支障、市民の間に混乱が生じる、又は特定の者に不当に利益、不

利益を与えるおそれがある情報をいいます。 

ただし、意思形成過程の情報は市民の市政参画を促す上で大変有用な情報であるため、

単に支障の有無で判断するのではなく、その情報を提供することによる利益と不利益を

比較衡量して判断することとします。 

 例  

・用地買収計画案 

・内部検討段階での試案・検討状況のうち特に支障があると認められるもの 

 

 

79



オ 事務事業執行情報（第７条第５号） 

市又は国等が行う事務について、公にすることにより事務事業の適正な執行に支障を

及ぼすおそれがある情報をいいます。適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとは、 公

益的な公開の必要性を比較衡量の上、支障が利益を上回る場合をいいます。 

 例  

・監査や取締りに関する情報で、事実の隠蔽等のおそれがある情報 

・用地買収の単価など経費の増大や実施時期の遅延発生のおそれがある情報 

カ 国等との協力関係情報（第７条第６号） 

市と国等との間における協議、依頼に基づく情報で、公にすることにより当該協力関

係を損なうおそれがある情報をいいます。 

 例  

・市の事業の実施に際し国等との間で行っている協議に関する情報 

キ 公共の安全と秩序の維持に関する情報（第７条第７号） 

公にすることにより、犯罪を容易にし、人の生命や財産等の侵害につながるおそれが

ある情報をいいます。 

 例  

・要人の行動計画や住居の間取りの情報 

・有害物質や危険物の保存場所の情報 

   ク 行政機関等匿名加工情報等（第７条第８号） 

      実施機関が保有する行政情報に記録等がされている個人情報について、個人が識別で

きないよう氏名、住所その他の記述又は個人識別符号等を削除して匿名加工を施した情

報や、当該行政機関等匿名加工情報を作成する際に削除した特定の個人を識別すること

ができる記述や個人識別符号の情報をいいます。 

 例  

・事業者からの提案により個人情報ファイル簿から作成した行政機関等匿名加工情報 
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   【不開示情報に関して参考となるマニュアル等】 

情報種別 情報内容 参考となるマニュアル等 

個人情報を

含まない 

行政情報 

さいたま市情報公開条例 

第７条各号 

〔不開示情報〕 
 

・情報公開・個人情報保護ハンドブック／ 

不開示情報の判断基準（情報公開） 

・情報公開制度・個人情報保護制度の手引／ 

 第７条 行政情報の開示義務 

個人情報を

含まない 

行政情報 

さいたま市情報公開条例 

第 10 条 

（行政情報の存否に関する

情報） 

・情報公開制度・個人情報保護制度の手引／ 

 第 10 条 行政情報の存否に関する情報 

個人情報 個人情報の保護に関する 

法律第 78条第 1項各号 

〔不開示情報〕 

・情報公開・個人情報保護ハンドブック／ 

本市における保有個人情報開示請求等の

手続について 

不開示情報の判断基準(個人情報保護) 

個人情報 個人情報の保護に関する 

法律第 81条 

（保有個人情報の存否に 

関する情報） 

・情報公開・個人情報保護ハンドブック／ 

本市における保有個人情報開示請求等の

手続について 

個人情報 さいたま市情報公開条例 

第７条各号 

〔不開示情報〕 
 

・情報公開・個人情報保護ハンドブック／ 

不開示情報の判断基準（情報公開） 

・情報公開制度・個人情報保護制度の手引／ 

 第７条 行政情報の開示義務 
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（３）（参考）情報提供を依頼された場合の、不開示情報の判断方法について 

  ※ 以下のフロー図はあくまで参考であり、さいたま市情報公開条例第 7 条各号、又は個人情報の保護に関する法律（以下「法」

という。）第 78条第 1項各号を準用しない、という判断もあり得ますので、各所属において適宜判断してください。 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報を含まない行政情報 
の場合 

個人情報の場合 
※「個人情報」には、死亡した個人に関する情報は含まない。 

さいたま市情報公開条例 
第７条各号〔不開示情報〕 

を参考にしながら、 
情報提供内容を決定する。 

情報提供不可 

さいたま市情報公開条例 
第７条各号〔不開示情報〕 

を参考にしながら、 
情報提供内容を決定する。 

法第７８条第１項各号 
〔不開示情報〕 

を参考にしながら、 
情報提供内容を決定する。 

次頁にフロー図

を使用した判断

の参考例を掲載

しています。 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 法第６９条第１項に掲げる 
『利用目的以外』に該当する場合である。 

 

 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

法第６９条（利用及び提供の制限）を確認する。 
第１項に掲げる『法令に基づく場合』 

に該当する場合である。 

1.  

法第６９条第２項に掲げる 
各号いずれかの条件に該当する場合である。 

 

 

 

情報提供依頼者 
の個人情報である。 
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（４）フロー図を使用した判断の参考例 

  ア 市民からの電話による特別職の生年月日の問合せの場合 

  （ア）提供する情報は「個人情報」に該当。 

  （イ）次に、個人情報の保護に関する法律（以下、「法」という。）第６９条第 1 項を確認し、 

当該情報提供が、『法令に基づく場合』に該当するかを考える。 

→いいえ（当該情報提供は、単なる問合せのため） 

（ウ）法第６９条第１項『法令に基づく場合』には該当しないため、当該情報提供が、 

『利用目的以外』かを考える。 

     →はい（当該生年月日は、本人確認のために収集しているため） 

（エ）『利用目的以外』に該当するため、法第６９条第２項のいずれかに該当するかを考える。 

     →はい（当該生年月日は、事前に本人から情報提供の同意が得られていたため、 

法第６９条第２項第１号の「本人の同意があるとき」に該当すると判断できることから、 

情報提供可能と判断。） 

  （オ）情報提供依頼者の個人情報かを考える。 

     →いいえ（市民からの問合せのため） 

  （カ）さいたま市情報公開条例第７条各号を参考にしながら、情報提供内容を決定する。 

     →法令で提供可能と規定されている個人情報以外の部分には、不開示情報がなかった 

ため、情報提供可能と判断。 

※個人情報の保護に関する法律から抜粋 

(利用及び提供の制限) 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目

的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であっ

て、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合にお

いて、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報

を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以

外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理

由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外

の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 
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 イ 市民からの電話による職員の任免に関する届出の提出の有無に関する問合せの場合 

（ア）提供する情報は「個人情報」に該当。 

  （イ）次に、個人情報の保護に関する法律（以下、「法」という。）第６９条第 1 項を確認し、 

当該情報提供が、『法令に基づく場合』に該当するかを考える。 

→いいえ（当該情報提供は、単なる問合せのため） 

（ウ）法第６９条第１項『法令に基づく場合』には該当しないため、当該情報提供が、 

『利用目的以外』かを考える。 

     →はい（当該情報は、一職員の任免に関する届出であり、情報提供は想定されていない 

ため） 

（エ）『利用目的以外』に該当するため、法第６９条第２項のいずれかに該当するかを考える。 

     →いいえ（当該情報は、事前に本人から情報提供の同意が得られておらず、法第６９条 

第２項のいずれにも該当しないことが明らかなため）情報提供不可と判断。） 

 

 

※個人情報の保護に関する法律から抜粋 

(利用及び提供の制限) 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、

又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目

的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であっ

て、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合にお

いて、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報

を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以

外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理

由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外

の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 
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 ウ 警察（又は弁護士）からの電話による市民Ａに関する捜査（調査）事項の問合せの場合 

  （ア）提供する情報は「個人情報」に該当。 

  （イ）次に、個人情報の保護に関する法律（以下、「法」という。）第６９条第 1 項を確認し、 

当該情報提供が、『法令に基づく場合』に該当するかを考える。 

→はい（当該情報提供は、根拠法令が法第６９条第１項の『法令に基づく場合』に 

該当し、合理的な必要性等を確認できると判断されるため）情報提供可能と判断） 

※ただし、その場では回答せず、根拠法令を記載した書面による照会を依頼する。 

※なりすましや詐欺等を防止するため、必ず、根拠法令を記載した書面による照会文を 

受領し、提供可能要件を満たしているかを確認の上、情報提供事務を進めてください。 

（ウ）書面が届いたら、改めて、根拠法令が法第６９条第１項の『法令に基づく場合』に該当 

し、合理的な必要性等を確認できると判断される場合は、必要と判断される情報のみ 

情報提供可能。 

  （エ）次に、情報提供する情報の中に、「個人情報を含まない行政情報」が含まれていないか 

を確認。 

情報提供する情報に、「個人情報」だけではなく、「個人情報を含まない行政情報」が 

含まれている場合は、さいたま市情報公開条例第７条各号（「（２）さいたま市情報公開 

条例に定める不開示情報について」を参照）を参考にしながら、情報提供内容を決定す 

る。 

     →法令で提供可能と規定されている個人情報以外の部分には不開示情報がなかった 

     ため、情報提供可能と判断。 

 

 

※さいたま市情報公開条例から抜粋 

(行政情報の開示義務) 

第 7 条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」

という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。 
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（５）（参考）各所属の窓口などで行政情報の情報提供を求められた場合の手続 

各所属の窓口や電話、メール、FAX などで市民等から情報提供を求められた場合の手続は、

以下のとおりです。 

※提供を求められる回数が多い情報（資料）は、ホームページ等に掲載し、そちらを案内 

することで窓口等での提供が不要となり、事務の改善につながります。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口、電話、メール、FAX などで、情報（資料）を求められる。 

どのような情報が知りたいのか、又は求めているのかを確認する。 

請求内容の確認は口頭でも可能だが、ライブラリに掲載している参考 

様式を使用して申請してもらうことも可能（任意）。 

すぐに提供できるのか、提供するにあたり日数を要するのかを相手に伝

える。 

※情報提供は、提供までの日数の制限はないが、開示請求とは異なり、 

規定された決定等の手続がないため、速やかな提供が望ましい。 

紙でコピーを渡す場合１面１０円、両面の場合は２０円（白黒の場合）。 

その他、電話、メール、FAX で提供する場合、費用は発生しない。 

また、開示請求（A4、１０枚まで）と違い、メールで送る際の枚数制限

も無い。必要な部分だけに加工し提供することも可能。 

郵送及び CD や DVD で渡す場合の方法は、開示請求の手続を参考に提

供する。 

不開示情報がある場合は、原則、削除することが望ましいが、削除が難しい

場合や不開示情報そのものの提供を求められている場合には、開示請求を参

考に判断し、マスキングを行う。デジタルデータによるマスキングは不可。

紙に出力したものについて公開してはならない部分を黒く塗りつぶし、その

写しを用いて情報提供を行う。 

市民等か
らの請求 

請求内容 
の確認 

提供まで
の日数の

提示 

不開示情
報の確認 

提供方法 

個人情報を提供する場合は、請求者の本人確認をして、提供できる内容 

であるか十分検討する必要があります！ 
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（６）情報開示と情報提供の違い 

情報開示と情報提供の２つの大きな違いは、義務的な公開か任意的な公開かということが 

挙げられます。また、さいたま市は積極的な情報提供を推進していますので、情報提供してい

る頻度が高い行政情報等は、市民等から求められる前にホームページに掲載する等の情報提供

を行うことで事務の改善へとつながります。 

情報開示 

開示請求に応じて開示（公開）することを行

政機関に義務付ける制度 

情報提供 

開示請求によらず任意に情報を提供（公開）

する様々な形態 

※会議の公開等、一部義務付けられている情報もあ

ります。 

・ 行政手続法に規定する申請に該当。 

・ 情報の加工、縮小・拡大は不可。 

・ 開示された情報に不服があるときは、行政

不服審査法に基づく救済措置（審査請求）

がある。 

・ 収受、起案、決定通知作成等、制度に定め

られた事務処理が発生する。 

・ 各所属の判断による任意の提供。 

・ 情報の加工、縮小・拡大が可能。 

・ 提供された情報に不服があっても法的な

救済措置はない。（審査請求不可） 

・ 任意で行うものなので、事務負担が少なく

迅速に対応可能。 

 ※不開示情報がある場合は、原則、削除することが望ましいが、削除が難しい場合や不開示情報そのも

のの提供を求められている場合には、開示請求を参考に判断し、マスキングを行う。デジタルデータによる

マスキングは不可。紙に出力したものについて公開してはならない部分を黒く塗りつぶし、その写しを用い

て情報提供を行う。 

（PDF ファイル等）を用いるよう  

   

情報開示 
 

情報提供 

①年間約３千件の工事設計図書を情報開示で

対応していた。 

 ①建設局でルール化し、情報提供とすること

にした。他局でもこの例に習い、情報提供で対

応する課が増加。 

②都市計画道路の一覧表を複数ページにわた

り、小さい文字のまま情報開示していた。 

 ②必要な部分を拡大し、該当ページだけ情報

提供することとした。 

③要綱、手引、ハンドブックの写しを全ページ

情報開示で対応していた。 

 ③必要なページのみ写しを情報提供した。 

④不開示部分があるため、情報開示で対応し

ていた。 

 ④不開示部分は開示請求を参考に判断し、削

除（又はマスキングを）して、情報提供した。 

※デジタルデータによるマスキングは不可！ 

 

各所属が、情報開示から情報提供に変更した例 
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参考資料 
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さいたま市「見える化」推進体制の整備に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市政運営の透明化を図るため、行政情報の積極的な

「見える化」を推進する体制の整備に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 「見える化」 常に、行政情報を様々な方法により市民に提供し、

市民と共有することをいう。 

 ⑵ 部等 さいたま市情報公開条例（平成13年さいたま市条例第17号）

第２条第１号に規定する実施機関の部（これに相当するものを含む。

教育委員会を除く行政委員会にあっては事務局、区役所にあっては区

役所）をいう。 

 （「見える化」推進の基本的事務） 

第３条 この要綱において「見える化」を推進するとは、すべての部署が次

に掲げる事務を実施することをいう。 

 ⑴ 市民の知る権利を尊重するとともに、市民に対する説明責任を自覚

し、総合的な情報公開を推進すること。 

 ⑵ 市政に関する正確な情報を市民の目線に立ち、分かりやすく提供す

ること。 

 ⑶ 市民が必要とする情報をいつでも容易に入手し、利用することがで

きる状況をつくること。 

⑷ 行政情報の公開制度を原則公開の理念にのっとり、適切に運用する

こと。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市政の「見える化」の推進に必要な措置

を講ずること。 

 （推進体制の整備） 

第４条 すべての部等に「見える化」推進責任者（以下「推進責任者」とい

う。）及び「見える化」推進者（以下「推進者」という。）を置く。 

２ 市の総合的な「見える化」を推進するため、さいたま市「見える化」推

進責任者会議（以下「責任者会議」という。）を置く。 

３ 部等内における「見える化」を実践するため、各部等に「見える化」推

進者会議（以下「推進者会議」という。）を置く。 

 （推進責任者） 
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第５条 推進責任者は、別表第１に掲げる職にある者で、総務部長が指定

するものを充てる。 

２ 推進責任者の職務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 部等における「見える化」の推進全般に関する統括を行うこと。 

 ⑵ 部等において推進者会議を主催すること。 

（推進者） 

第６条 推進者は、別表第２に掲げる職にある者を充てる。 

２ 推進者の職務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所属における情報提供、会議公開等の現状把握と評価を行うこと。 

 ⑵ 所属内職員に対する「見える化」の推進に必要な意識改革を行う。 

 ⑶ 所属における「見える化」の推進に関する指針を定め、積極的な実施

に努めること。 

（責任者会議の所掌事務） 

第７条 責任者会議は、次に掲げる事項を協議する。 

 ⑴ 情報提供、会議公開等における現状の把握と課題の整理 

 ⑵ 「見える化」推進に向けたガイドラインの策定 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、「見える化」の推進に必要な事項 

 （責任者会議の組織） 

第８条 責任者会議は、総務部長及び推進責任者をもって組織する。 

２ 責任者会議は、総務部長が招集するとともにその座長となる。 

３ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代

行する。 

（責任者会議の庶務） 

第９条 責任者会議の庶務は、総務局総務部行政透明推進課において処理

する。 

（推進者会議の所掌事務） 

第１０条 推進者会議は、部等内における次に掲げる事項を協議する。 

 ⑴ 情報提供、会議公開等における現状の把握と課題の整理 

 ⑵ 情報公開日本一達成のために、情報を分かりやすく、かつ的確に提

供できるよう工夫し、実施する土壌づくり 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、「見える化」の推進に必要な事項 

（推進者会議の組織） 

第１１条 推進者会議は、推進責任者及び推進者をもって組織する。 

２ 推進責任者は、推進者会議を招集するとともにその座長となる。 

３ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代

行する。 
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（推進者会議の庶務） 

第１２条 推進者会議の庶務は、各部等筆頭課において処理する。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年７月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月２２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月２８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年２月２２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 
組織 充てる職 

議会局 部長 

市長事務部局 
部等 部長又は事業所の長 

区役所 副区長 

消防局 部長 

水道局 部長 

教育委員会事

務局 

中央図書館 館長 

生涯学習総合センター 館長 

上記以外の部 部長 

選挙管理委員会事務局 副理事 

人事委員会事務局 副理事 

監査事務局 副理事 

農業委員会事務局 副理事 
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別表第２（第６条関係） 
 議会局 さいたま市議会議会局処務規程(平成２０年さいたま市議会告示第１号)

第２条に規定する課の長 

 

 市長事務部局 ⑴  さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６号）

第１条に規定する課及び室等の長並びに同条に規定する都市経営戦

略部、行財政改革推進部、デジタル改革推進部、未来都市推進部、

区政推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定する

もの 

⑵  さいたま市事業所事務分掌規則(平成１５年さいたま市規則第８７

号)第３条に規定する課の長並びに同規則別表第１市長公室の項に掲

げる東京事務所の副所長及び同表第２類事業所の欄に掲げる事業所

の長(大宮盆栽美術館及び岩槻人形博物館にあっては、副館長) 

⑶  さいたま市保健所組織規則(平成１４年さいたま市規則第５６号)

第２条に規定する課の長 

⑷  さいたま市立病院管理規則(平成１３年さいたま市規則第１４５

号)第２条第１号に規定する課及び室の長 

⑸  さいたま市区役所等事務分掌規則(平成１５年さいたま市規則第８

８号)第２条に規定するくらし応援室の参事又は副参事の職にある者

で当該室の長が指定するもの並びに同条に規定する課、室（くらし応

援室を除く。）及び保健センター並びに同規則第１３条に規定する支

所の長 

⑹  さいたま市会計管理者補助組織設置規則(平成１９年さいたま市規

則第２９号)第２条に規定する課の長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消防局 さいたま市消防局の組織に関する規則(平成１５年さいたま市規則第１３

８号)第２条に規定する課及び室並びにさいたま市消防署の組織に関する

規程(平成１３年さいたま市消防本部告示第１号)第２条第１項に規定す

る課及び同告示第１０条第１項に規定する出張所の長 

 

 水道局 さいたま市水道局事務分掌規程(平成１５年さいたま市水道部企業管理規

程第５号)第２条に規定する課及び所の長 

 

 教育委員会事務

局 

⑴ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成１５年さいたま市教育

委員会規則第１号）第２条に規定する課及び室の長並びに同規則第４

条第２項に規定する生涯学習総合センターの副館長、同条第３項に規

定する第２類の施設又は機関の長（うらわ美術館にあっては、副館

長）並びに同条第５項に規定する高等学校及び中等教育学校の校長 
⑵ さいたま市図書館条例施行規則（平成１３年さいたま市教育委員会規

則第２８号）第５条第１項に規定する課の長 
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 選挙管理委員会

事務局 

さいたま市市選挙管理委員会規程(平成１５年さいたま市市選挙管理委員

会告示第２７号)第１８条第２項に規定する課の長 

 

 人事委員会事務

局 

さいたま市人事委員会事務局の組織等に関する規則(平成１４年さいたま

市人事委員会規則第２号)第２条に規定する課の長 

 

 監査事務局 さいたま市監査事務局規程(平成１３年さいたま市監査委員告示第１号)

第２条に規定する課の長 

 

 農業委員会事務

局 

さいたま市農業委員会事務局規程(平成１５年さいたま市農業委員会訓令

第１号)第２条第２項に規定する課の長 
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さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号。

以下「条例」という。）第２２条の規定に基づき、情報提供（市政に関する正確で分

かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう提供することをいう。）の推進

について必要な事項を定めるものとする。 

（提供義務情報） 

第２条 所管課長は、次に掲げる事項に関する情報（条例第７条各号に規定する不開

示情報を除く。）を提供しなければならない。 

 ⑴ 総合振興計画及び実施計画事業（基本計画に定められた施策を展開するための

個別具体的な事業をいう。）その他の予算編成過程の公表対象となる事業（以下「主

要事業」という。）に関する計画 

 ⑵ 都市経営戦略会議の会議資料及び会議録 

 ⑶ 主要事業の予算編成過程 

 ⑷ 市議会各会派からの予算編成への要望書に対する回答 

 ⑸ 身近な道路整備の要望への対応状況 

 ⑹ パブリック・コメント制度に基づき実施する意見募集の内容 

⑺ 広聴事業に関する対応状況 

⑻ 市長の交際費の執行状況  

⑼ さいたま市外郭団体指導要綱（平成１７年３月２２日決裁）の対象となる外郭

団体の経営状況 

   ⑽ さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月２６日決裁。

以下「附属機関等会議公開要綱」という。）により公開することとされている会議

資料及び会議録 

（提供推進情報） 

第３条 所管課長は、前条各号に定めるもののほか、次に掲げる情報（条例第７条

各号に規定する不開示情報を除く。）を積極的に提供するものとする。 

⑴ 条例に基づく開示請求により複数回開示した情報のうち、市民の利便性又は行

政運営の効率化に資すると所管課長が認めるもの 
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 ⑵ 主要事業に係る意思の形成過程及び主要事業の進捗状況に関する情報 

 ⑶ 環境、保健衛生、防災その他市民生活の安全に密接な関係がある情報 

⑷ 前条各号に類すると所管課長が認める情報 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市民に提供することが必要であると所管課長が認

める情報 

（提供の方法） 

第４条 所管課長は、前２条に規定する情報（以下「この要綱に定める情報」という。）

を提供する場合は、次に掲げる方法の中から効果的と認められる一以上の方法を選

択して行うものとする。 

 ⑴ 市ホームページへの掲載 

 ⑵ 市が発行する広報紙への掲載 

 ⑶ 報道機関への提供 

 ⑷ さいたま市区役所情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」という。）への

行政資料（さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱第２

条第２号に規定する行政資料をいう。以下同じ。）の配置 

 ⑸ 担当課窓口における提供 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、所管課長が必要と認める方法 

２ 所管課長は、第２条第１号に規定する計画に係る計画書を前項の規定により提供

するときは、当該計画書を情報公開コーナーに配置するものとする。 

３ 所管課長は、この要綱に定める情報を提供する際、当該情報が印刷センター又は

外部業者に発注して作成した行政資料である場合は、有償で頒布するものとする。

ただし、所管課長が有償で頒布する必要性が低いと認める行政資料については、こ

の限りではない。 

４ 前項本文の規定により有償で頒布する行政資料の価格は、作成に要した実費相当

額を基準として所管課長が定めるものとする。 

 （提供の時期及び期間） 

第５条 所管課長は、この要綱に定める情報で所管する事務に係るものを実施機関（条

例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。）が保有したときは、速やか

にこれを提供するものとする。 
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２ 所管課長は、提供しようとする情報の種類及び内容に応じて、適当と認められる

期間を定め、当該情報を提供するものとする。 

（行政資料の配置依頼等） 

第６条 所管課長は、この要綱に定める情報（第２条第１０号に掲げる事項に関する

情報にあっては、附属機関等会議公開要綱第７条第３項に規定する会議の開催結果

に限る。）を第４条第４号に掲げる方法により提供しようとするときは、行政透明推

進課長に対し、行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼）（別記様式。

以下「依頼文」という。）を提出するものとする。 

２ 行政透明推進課長は、前項の規定により提出された依頼文に基づき行政資料の提

供の方法を集計し、公表するものとする。 

（他の制度との調整） 

第７条 この要綱に定める情報の提供について、法令、条例、規則その他の規程に別

段の定めがある場合は、当該別段の定めによるものとする。 

 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に実施機関が保有することとなった情報に

ついて適用する。 

 （この要綱の施行前から保有する情報の提供に係る実施機関の責務） 

３ 実施機関は、この要綱の施行前から保有している情報についても、この要綱を適

用した場合と同様の提供を行うよう努めるものとする。 

   附 則（平成２２年８月３０日） 

 この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２８日） 

 この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月７日） 

 この要綱は、平成２６年２月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年３月１１日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年６月５日） 

 この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 
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別記様式（第６条関係） 
  年  月  日  

 
 総務局総務部行政透明推進課長 
 

長  
 

行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依頼） 
 

以下のとおり、行政資料の各区役所情報公開コーナーへの配置を依頼します。 

 

行政資料の名称 
（依頼する資料の名称を正確に記

入） 
 

綴り先ファイルの名称 
（上記と異なる場合に総称を記入）  

作成日 
（作成年月を記入）   年  月 

配置方法 
※ パブリック・コメント用資料は

貸出用を 2 部配置できる。 
※ 無償頒布の依頼は配置依頼と同

時の場合で各区 10 部以内を原則と

するが、理由を付記の上、頒布見

込み数とすることができる。 

□閲覧 
□貸出し 
□有償頒布（各区  部） 
価  額     円 
重  量     ｇ 

□依頼資料の概要版などの無償頒布（各区  部） 
□パブリック・コメントなどの意見募集資料のため、配置場

所への配慮をお願いします。 
配置期間 

（開始期間は希望する場合のみ記入） 
  年  月  日～  年  月  日 

その他の提供方法 
（該当がある場合のみ記入） 

□本市ホームページへの掲載 
（掲載場所：                 ） 
□広報紙への掲載 
□報道機関への提供 
□担当課窓口での提供 
□その他（                  ） 

情報提供の根拠規定 さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱 
第 条第  号に該当 

その他 
（特記事項・依頼事項等を記入） 

※ 情報公開コーナーへの指示事項

は具体的に記入すること。 

□ファイルの名称欄の記載資料の追加資料です。 
□  年  月  日付け依頼資料の差替え資料です。 
□パブリック・コメントにつき貸出用資料が２部あります。 
□その他（                  ） 

担当課 
電話番号（外線） 

局     部     課 
 

※ 本様式は必要に応じて修正して使用することができる。 
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さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は､さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１

７号。以下「情報公開条例」という。）第２３条の規定による附属機関等の会

議の公開に関し、必要な事項を定めることにより、透明かつ公正な会議の運営

を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「附属機関等」とは、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項の規定により設置する附属機関その他市民、

専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映させることを目的として

設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等をいう。 

（附属機関等に関する情報の提供） 

第３条 附属機関等を所管する課所等の長（以下「所管課長等」という。）は、

附属機関等を設置したときは、市のホームページに当該附属機関等のコンテ

ンツを作成し、次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、次に掲げる

事項に情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報が含まれる場合は、こ

の限りではない。 

⑴  設置目的（趣旨） 

⑵  設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

⑶  設置年月日 

⑷  委員名簿 

⑸  次回会議開催予定の情報 

⑹  会議の開催結果、会議資料及び会議録 

⑺  前各号に掲げるもののほか、答申、報告書その他附属機関等が必要と認

める事項 

 （会議の非公開） 

第４条 附属機関等の長は、情報公開条例第２３条第２号又は第３号の規定に

該当し、又は該当するおそれがあると判断し、当該附属機関等の会議の全部
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又は一部を公開しないこととする場合は、当該会議に諮るものとする。 

２ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこ

ととした場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

３ 附属機関等の長は、前項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこ

ととした場合は、その理由を明らかにしなければならない。 

 （会議の公開方法等） 

第５条 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の

傍聴を認めることにより行うものとする。 

２ 附属機関等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会

場に傍聴席及び記者席を設けるものとする。 

３ 附属機関等は、会議の傍聴を認められた者（以下「傍聴者」という。）に会

議の資料（情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報が記録されている

部分を除く。以下同じ。）を無償で提供するものとする。ただし、会議の資料

が貴重、高額、大量であることなどの理由により、会議の資料を提供できな

い場合は、審議事項の分かる資料を提供し、又は当該会議の資料を会議終了

までの間会場に備え、傍聴者の閲覧に供することができる。 

４ 附属機関等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持

に努めるものとする。 

５ 附属機関等の長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

６ 傍聴者は、会場の秩序維持に関し、附属機関等の長の指示に従わなければ

ならない。 

 （会議開催の周知） 

第６条 所管課長等は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の１０

日前までに、会議開催のお知らせ（様式第１号）を電子データで行政透明推

進課長に送付するとともに、会議の開催について他の適切な方法により周知

に努めるものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、

この限りではない。 

２ 前項本文の規定により会議開催のお知らせを行政透明推進課長に送付する

ときは、電子メールの件名に「会議開催のお知らせ」と入力して送付するも
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のとする。 

３ 行政透明推進課長は、会議開催のお知らせが送付されたときは、各区役所

情報公開コーナーにおいて会議の開催について周知するとともに、市のホー

ムページに掲載するものとする。 

 （会議結果の作成及び公開） 

第７条 所管課長等は、年度ごとに、会議の開催結果、会議資料及び会議録を

つづる会議ごとの専用ファイル（以下「専用ファイル」という。）を作成し、

次に掲げる資料をつづるものとする。ただし、第３号に規定する委員名簿に

情報公開条例第７条各号に規定する不開示情報が含まれる場合は、この限り

ではない。 

⑴  設置目的（趣旨）及び設置年月日を記載した資料 

⑵  設置根拠（法律、条例、規則、要綱等） 

⑶  委員名簿 

２ 前項本文の規定により専用ファイルを作成するときは、専用ファイルの表

表紙に次に掲げる事項を横書きで、専用ファイルの背表紙に第１号から第３

号までに掲げる事項を縦書きで明記したものを、１０冊作成するものとする。 

⑴  年度 

⑵  附属機関等名 

⑶  所管する課所等名 

⑷  閲覧用 

３ 所管課長等は、会議開催日から７日以内に、会議の開催結果（様式第２号）

を作成し、会議の開催結果及び会議資料を紙で行政透明推進課長へ送付する

とともに、市のホームページに作成した附属機関等のコンテンツに掲載する

ものとする。ただし、各年度の最初の会議の開催結果及び会議資料を送付す

るときは、専用ファイルにつづり、行政透明推進課へ送付するものとする。 

４ 前項本文の規定により紙で送付するときは、１１部を直接持参又は庁舎連

絡便により、行政透明推進課へ送付するものとする。 

５ 情報公開条例第２３条ただし書きの規定により会議の全部又は一部を非公

開とした場合又は会議資料が貴重、高額、大量であることなどの理由により
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会議資料の送付及び掲載ができない場合は、会議資料の送付及び掲載を省略

することができる。 

６ 行政透明推進課長は、会議の開催結果及び会議資料が送付されたときは、

各区役所情報公開コーナーにおいて閲覧に供するものとする。 

（会議録の作成及び公開） 

第８条 附属機関等は、会議開催後、速やかに、次に掲げる事項を記載した会

議録を作成するものとする。 

⑴  会議の名称 

⑵  会議の開催日時 

⑶  会議の開催場所 

⑷  出席者名及び欠席者名 

⑸  議題及び公開又は非公開の別 

⑹  非公開の理由 

⑺  傍聴者の数 

⑻  審議した内容 

⑼ 問合せ先 

⑽  前各号に掲げるもののほか、附属機関等が必要と認める事項 

２ 所管課長等は、会議開催後、速やかに、附属機関等が作成した会議録を紙

で行政透明推進課長へ送付するとともに、市のホームページに作成した附属

機関等のコンテンツに掲載するものとする。ただし、会議の全部又は一部を

非公開とした場合は、会議録に代えて議事概要の送付及び掲載を行うことが

できる。 

３ 前項本文の規定により紙で送付するときは、１１部を直接持参又は庁舎連

絡便により、行政透明推進課へ送付するものとする。 

４ 第２項ただし書の規定により議事概要の送付及び掲載を行う場合は、会議

の開催結果にあらかじめその理由を明記するものとする。 

５ 第２項ただし書の規定にかかわらず、期間の経過や業務の進行などにより

会議録の公開が可能となった場合は、速やかに、当該会議録の送付及び掲載

を行うものとする。 
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６ 行政透明推進課長は、会議録が送付されたときは、各区役所情報公開コー

ナーにおいて閲覧に供するものとする。 

（会議結果等の公開期間） 

第９条 会議の開催結果、会議資料及び会議録を、各区役所情報公開コーナー

において閲覧に供する期間は会議を行った年度及びその翌年度とし、市のホ

ームページに作成した附属機関等のコンテンツに掲載する期間は会議を行っ

た年度及びその翌年度以上の期間で所管課長等が必要と認める期間とする。 

（会議結果等の管理） 

第１０条 全部又は一部を非公開とした会議の会議資料及び会議録は、附属機

関等を所管する課所等で行政情報として管理し、その開示の決定については

情報公開条例又は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

の規定により行うものとする。 

 （運用状況の公表） 

第１１条 市長は、毎年度、次項各号に掲げる各附属機関等の運用状況を取り

まとめ、公表するものとする。 

２ 各附属機関等の会議の公開に関する運用状況の公表の内容は、次に掲げる

とおりとする。 

⑴  会議の開催件数 

⑵  公開された会議の件数 

⑶  非公開とされた会議の件数 

⑷  傍聴者の延べ人数 

 （その他） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、附属機関等が別に定めるもの

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

（適用） 

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に周知を行う附属機関等の会
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議について適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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   さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、さいたま市区役所情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」

という。）の設置及び運営に関し必要な事項を定め、情報公開コーナーの事務処理

の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 行政情報 さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１

７号）第２条第２号に規定する行政情報をいう。 

⑵ 行政資料 市が作成した統計書、報告書、計画書、事務事業概要、年報、地図、

パンフレット等の刊行物及び国、他の地方公共団体等が作成した刊行物で市が取

得したものをいう。ただし、制度利用の勧奨、イベントの告知その他の広報を目

的として無償で頒布するために作成したチラシ、ポスター、パンフレット等（以

下「無償チラシ等」という。）を除く。 

 （設置） 

第３条 市民に対し、区役所内に情報公開コーナーを設置する。 

 （所管） 

第４条 情報公開コーナーは、区役所くらし応援室長（以下「くらし応援室長」とい

う。）が管理する。 

 （取扱事務） 

第５条 情報公開コーナーの取扱事務は、次のとおりとする。 

 ⑴  情報公開制度及び個人情報保護制度に係る案内及び相談に関すること。 

⑵ 行政情報の開示に関する次に掲げる事務 

   ア 行政情報を特定するための開示請求に係る行政情報を保有する課との連絡調

整に関すること。 

   イ 各実施機関に対する開示請求の受付に関すること。 

   ウ 行政情報の開示及び写しの交付を行う場所の提供に関すること。 

   エ 行政情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。 

   オ 行政情報の検索資料の閲覧に関すること。 

 ⑶ 保有個人情報の開示等に関する次に掲げる事務 

  ア 保有個人情報を特定するための開示請求等に係る保有個人情報を保有する課
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との連絡調整に関すること。 

   イ 各実施機関に対する開示請求等の受付に関すること。 

   ウ 保有個人情報の開示及び写しの交付を行う場所の提供に関すること。 

   エ 保有個人情報の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。 

 ⑷ 情報公開コーナーに配置する行政資料（以下「コーナー配置資料」という。）

の整理、閲覧及び貸出しに関すること。 

 ⑸ コーナー配置資料の頒布に関すること。 

 ⑹ コーナー配置資料の複写サービスに関すること。 

⑺ 情報公開コーナーの利用状況の集計に関すること。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市政に関する情報の提供に関すること。 

 （利用日） 

第６条 情報公開コーナーの利用日は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する日を除く日とする。 

 （利用時間） 

第７条 情報公開コーナーの利用時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までと

する。 

 （設置物） 

第８条 くらし応援室長は、次に掲げる物を情報公開コーナーに常時設置するものと

する。 

⑴ コーナー配置資料を複写するための複写機 

⑵ コーナー配置資料の閲覧のための机及び椅子 

⑶ 情報公開コーナーの案内板 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、くらし応援室長が必要と認める物 

（行政資料の配置等） 

第９条 行政資料を保有する課の長は、当該行政資料を情報公開コーナーに配置しよ

うとするときは、さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱に規定する行政資

料の情報公開コーナーへの配置について（依頼）を行政透明推進課長に提出しなけ

ればならない。ただし、特定の区の情報公開コーナーにのみ配置をする場合は、当

該区のくらし応援室長に直接依頼するものとする。 

２ くらし応援室長は、前項の規定により行政資料の配置の依頼を受けたときは、当

該行政資料を別表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる方法により配置す

るものとする。 
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 （利用者の遵守事項等） 

第１０条 情報公開コーナーを利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 情報公開コーナーの秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑となるような行為をし

ないこと。 

 ⑵ コーナー配置資料を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。 

 ⑶ コーナー配置資料を所定の場所で閲覧すること。 

 （コーナー配置資料の貸出し） 

第１１条 コーナー配置資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申込票により

申し込まなければならない。 

２ 貸出しをすることができるコーナー配置資料の貸出期間は２週間以内、貸出数量

は１回につき３点以内とする。 

３ くらし応援室長は、コーナー配置資料の貸出しを受けている者からの申し出によ

り、当該コーナー配置資料の貸出しを希望する者が他にいないことが明らかな場合

に限り、貸出期間を延長することができる。ただし、延長の期間は１週間を限度と

する。 

４ くらし応援室長は、コーナー配置資料の貸出しを受けている者が正当な理由がな

く貸出期間を経過しても当該コーナー配置資料を返却しないときは、催告その他返

却させるために必要な措置をとらなければならない。 

５ くらし応援室長は、貸出しをしたコーナー配置資料について、前項の規定による

催告を行ってから２週間を経過しても返却されないとき又は返却される見込みがな

いと判断したときは、当該コーナー配置資料を保有する課に対して貸出用資料の再

配置を速やかに依頼するものとする。 

 （行政資料の有償頒布） 

第１２条 市が有償で頒布する行政資料（以下「有償刊行物」という。）は、情報公

開コーナーにおいて取り扱うものとする。ただし、当該有償刊行物を作成した課に

おいて頒布することを妨げない。 

 （コーナー配置資料の複写） 

第１３条 コーナー配置資料は、情報公開コーナー内に設置された複写機により複写

することができる。ただし、著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定に反する

場合その他複写することが不適当であるとくらし応援室長が認めるときは、この限

りでない。 
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２ 前項の規定による複写の代金は、１面につき１０円（カラーの場合にあっては、

２０円）とする。 

 （利用状況の報告） 

第１４条 くらし応援室長は、毎月１０日までに、次に掲げる事項を行政透明推進課

長に報告するものとする。 

⑴ 情報公開コーナーの利用者数 

⑵ 有償刊行物の頒布数、頒布額、内訳及び在庫数 

⑶ コーナー配置資料の貸出冊数 

⑷ 情報公開コーナー内の複写機の利用枚数 

 （コーナー配置資料の確認及び整理） 

第１５条 くらし応援室長は、毎月１０日までに、次に掲げる事項の確認及び整理を

行うものとする。 

⑴ 行政資料一覧表を基にしたコーナー配置資料の紛失、破損、汚損、加筆等の有

無の確認及び分類整理 

⑵ 行政資料一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

⑶ 附属機関等一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

⑷ 有償刊行物一覧表の内容に変更がある場合は、当該一覧表の差替え 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、情報公開コーナーの運営に関し必要な事項

は、くらし応援室長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
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   附 則 
 この要綱は、平成２６年１月６日から施行する。  
   附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  
   附 則 
 この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。    
   附 則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表（第９条関係） 
行政資料の区分 配置の方法 

⑴ 行政資料 (閲覧用)
（⑵⑶⑷を除く。） 

  

ア 配置順は、さいたま市組織図の順とし、行政

資料一覧表を使用して書架に配置すること。 
イ 配置してある場所が分かるように局ごとの標

示をつけること。 
⑵ さいたま市附属機

関等の会議 
ア 会議の開催結果の配置順は、さいたま市組織

図の順とし、附属機関等一覧表を使用して書架

に配置すること。 
イ 附属機関等の会議の開催結果が配置してある

ことが分かるように標示をつけること。 
⑶ 有償刊行物 ア 配置順は、さいたま市組織図の順とし、有償

刊行物一覧表を使用して書架に配置すること。 
イ 有償刊行物が配置してあることが分かるよう

に標示をつけること。 

⑷ パブリック・コメン

トに関するもの 
ア 利用者の目につきやすい場所に配置するこ

と。 
イ 同時期に案件が複数ある場合は、同じ場所に

配置すること。 
⑸ 無償チラシ等 ア 配置場所に「ご自由にお取りください」の標

示をつけること。 
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さいたま市区役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領 

 

（趣旨） 

１ この要領は、各区役所情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」という。）

への行政資料の配置に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとします。 

 

（行政資料の範囲） 

２ 行政資料は、さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱

第２条第２号に規定するものとします。 
 

（行政資料の配置方法） 

３ 行政資料は、次の方法で配置するものとします。 

⑴ 行政資料は、全ての情報公開コーナーに配置するものとします。ただし、く

らし応援室長が特に必要と認めたものについては、当該くらし応援室長が所管

する情報公開コーナーにのみ直接配置することができます。 

  なお、くらし応援室長が直接配置した行政資料は、合併前の旧市に関する行

政資料を除き、本市が公表する行政資料一覧には掲載されません。 

⑵ 情報公開コーナーの行政資料は、閲覧用１部及び貸出用１部を配置すること

とします。ただし、貸出用の行政資料については、パブリックコメント用の資

料等で配置する行政資料の担当課（課に相当する室及び所を含む。以下「担当

課」という。）において多くの貸出しが見込まれるものは２部を配置することが

でき、市報等、無償頒布をしているため担当課において貸出しの必要性が乏し

いと認められるもの又は担当課の保有部数が少ないため貸出用の資料を用意す

ることが困難であるものは配置をしないことができます。 

⑶ 行政資料を有償又は無償で頒布する場合は、閲覧用１部、貸出用１部のほか

に、頒布用として１０部を上限に配置することができます。ただし、有償頒布

を行う行政資料のうち、短期間に多くの部数の頒布が見込まれるものについて

は、担当課が見込む頒布数の配置を行うことができます。 

 

（配置依頼の方法） 

４ 担当課は、次に掲げる方法により行政透明推進課に配置依頼を行ってください。

ただし、他の要綱等に配置依頼に係る手続が定められている場合は、当該要綱等

の規定により配置依頼を行ってください。 

なお、配置依頼は、新規設置のときのほか、配置済みの行政資料への追加、差

替え又は配置期限の延長を行う場合にも行うものとします。 

⑴ 行政透明推進課長あてに依頼文として、さいたま市市政情報の提供の推進に
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関する要綱第６条に定める行政資料の情報公開コーナーへの配置について（依

頼）（以下「依頼文」という。）を作成してください。記入方法は（別記１）を

参考にしてください。 

⑵ 行政資料を、情報公開コーナー配置用として閲覧用及び貸出用を各１０部並

びに歴史資料保存用として２部用意してください。 

⑶ ⑵で用意する全ての行政資料には、(別記２)を参考に背表紙に縦書きで「行

政資料名」及び「担当課名」を、表表紙には、横書きで「行政資料名」、「担当

課名」及び「配置方法」を明記してください。原則として開架式の書架への配

置になりますので、厚みのないものはファイル等にとじて背表紙をつけるよう

にしてください。 

⑷ ⑶で定める「配置方法」とは、閲覧、貸出等のことで、（別記３）を参考に行

政資料の表表紙に明記してください。 

⑸ 同種の行政資料は、１冊のファイルにとじて配置することができます。ファ

イルは当該年度において初めて依頼する際に⑶及び⑷により作成してください。

ファイルに明記する名称は、中につづられる行政資料の総称とします。以後、

当該年度内に新たに作成した行政資料は当該ファイルに差し込むことにより追

加しますので、その旨を依頼文の備考欄に明示してください。また、複数年度

の資料を１冊のファイルにとじる場合は、中表紙により年度ごとに区分してく

ださい。この場合、依頼時に作成したファイルは、中につづられる行政資料を

差替えることにより、継続して利用します。 

⑹ ⑴で作成した依頼文、報告書及び⑵から⑸までの方法により用意した行政資

料を行政透明推進課へ送付してください。 

 

（配置期間） 

５ 行政資料の配置期間は次に掲げる期間とし、期間が終了した行政資料はすべて

担当課へ返却するものとします。 

⑴ 配置期間の開始日は、希望する日がなければ、指定しないものとします。た

だし、配置期間の開始日を指定する場合は、当該開始日の４開庁日前までに行

政透明推進課へ送付してください。 

⑵ 配置期間の終了年月日（以下「配置期限」という。）は必ず記入してください。

配置期限は、以下に掲げる行政資料を除き、指定された配置期間の開始日（開

始日を指定していない場合は、依頼文の作成年月日）から最長３年間とします。

ただし、担当課が限度を超えて行政資料を配置することを希望する場合は、行

政透明推進課長と協議の上、行政透明推進課が必要と認める配置期限まで配置

することができます。 

⑶ 市史、例規又は手引きに関する行政資料については、継続配置とすることが
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できます。継続配置とした行政資料は、担当課から書面による配置終了の申し

出があるまで配置するものとします。 

⑷ さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき配置する行政資料

の配置期限は、配置開始日の属する年度の翌年度の末日までとします。 

⑸ 総合振興計画に関する計画その他取組期間に関する定めがある計画に関する

行政資料の配置期限は、当該取組が終了する日と同一の日とします。また、計

画の配置と同時に頒布する概要版も同一の配置期限とすることができます。 

⑹ ４⑸の規定により作成したファイルにとじる行政資料の配置期限は、年度ご

とに同一の日とします。 

（配置依頼の際の注意点） 

６ 配置依頼の際は、次に掲げる事項に注意してください。 

⑴ 行政透明推進課から情報公開コーナーへの送付については連絡便によるため、

総務局総務部総務課における各庁舎連絡便の取扱いに係る事項を守り、これに

沿わない資料等については、各課にて対応していただきます。 

⑵ 行政資料に該当しないチラシ等の印刷物を情報公開コーナーに配置しようと

する場合には当該情報公開コーナーを所管する区役所くらし応援室に、行政資

料に該当しないポスター等の掲示物を庁舎内に掲出しようとする場合には当該

庁舎の管理担当課に依頼又は問合せをしてください。 

 

 附 則 

  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要領は、平成２４年５月９日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、平成２６年２月１日から施行する。 

 附 則 

 この要領は、令和３年５月７日から施行する。 
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別記１ 
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別記２ 

 

① 冊子になっている行政資料を配置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 行政資料の厚さが薄く背表紙に文字の表記が不可能な場合又は資料をまとめ

て配置したい場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専用ファイルの「背表紙」に、「行政資料名」「所管する課所等名」をシール等により

表記する。 

 

 

行政資料の「表表紙」に、「行政資料名」「閲覧用、貸出用」「所管する課所等名」を

シール等により表記する。※冊子に既に表記されている場合を除く 

 

行政資料の「背表紙」に、「行政資料名」「所管する課所等名」を表記する。 

※冊子に既に表記されている場合を除く  

 

背表紙のあるフラットファイル等を用意し、行政資料を綴り、「表表紙」に、「行政資

料名」、「所管する課所等名」「閲覧用、貸出用」をシール等により表記する。 
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別記３ 

 

配置方法 

 

 

 

 

  

【閲覧のみ場合】    【貸出用もある場合】  【有償頒布物がある場合】 

 

 

 

 

貸出用 閲覧用 
閲覧用 

※この資料については、

貸出用もあります。 

この資料は有料で販売

もしております。ご希望

の方は職員までお申し

付けください。 

頒布価格     円 
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さいたま市コスト表記実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、印刷物の作成並びにイベント及び委託調査事業の実施に要す

るコストを表示すること（以下「コスト表記」という。）に関して必要な事項を定

めることにより、市政の透明性の確保と職員のコスト意識の更なる向上を図るこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 所管課 印刷物を作成し、又はイベント若しくは委託調査事業を所管する課

をいう。 

 ⑵ 印刷物 市が発行する広報紙、報告書、パンフレット、ポスター、広告とし

ての機能を有する封筒等であって、印刷センター又は外部業者に発注して作成

するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア 個人に交付することを目的として作成するもの 

イ 市その他特定の第三者に提出することを目的として作成するもの 

ウ その他市の共通物品として作成するもの 

 ⑶ イベント 市が主催し、又は共催する講演会、シンポジウム、フォーラム、

研修等の行事をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱（平成２２年８月２２日

決裁）に定める附属機関等の会議 

イ 対象者を市職員に限定した会議又は研修であって、当該会議又は研修のた

めの予算を計上していないもの 

⑷ 委託調査事業 市が外部業者に委託して物事の実態、動向等を明確にするた

めに実施する調査、検査、測定、研究、鑑定等の事業をいう。 

（印刷物のコスト表記） 

第３条 所管課の長（以下「所管課長」という。）は、印刷物を作成したときは、コ

スト表記をしなければならない。 

118



２ 無償の印刷物のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 印刷部数 

 ⑵ 印刷物作成コスト（当該印刷物を作成するためのコストであって、次のア及

びイに掲げる印刷物の区分に応じ当該ア及びイに定めるものをいう。以下同じ。）

を印刷部数で除した金額。なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、こ

れを四捨五入して得た額とする。ただし、当該金額が１円未満の場合は、この

限りでない。 

  ア 所管課に対し配当された予算により作成した印刷物 当該印刷物の作成に

係る印刷製本費及び委託料のうち、執行する予定の総額 

  イ 印刷センターに発注して作成した印刷物 市長が別に定める単価表に掲げ

る単価を用いて算出した額 

 ⑶ 印刷物作成コストから、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担金、市債そ

の他の特定収入を差し引いた額を印刷部数で除した金額。なお、当該金額に１

円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、当該

金額が１円未満の場合は、この限りでない。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

３ 有償の印刷物のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 販売価格 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

４ 前２項に規定するコスト表記は、当該印刷物の次に掲げる位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の印刷物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。

ただし、裏表紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙

で市民及び職員が見やすい位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の印刷物については、余白等の市民及び職員が見やすい位置 

５ 前各項の規定は、次条の規定によりコスト表記を行う場合は、適用しない。 

 （イベントのコスト表記） 

第４条 所管課長は、イベントのうち市が主催するものを実施するときは、コスト

表記をしなければならない。 

２ 所管課長は、イベントのうち市が他の団体と共催するものを実施するときは、
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共催者と協議の上、コスト表記をするよう努めるものとする。 

３ イベントのコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 当該イベントの実施にあたり配当された予算のうち、印刷物作成コストと印

刷物作成コスト以外に所管課が執行する予定の総額とを合算した金額。ただし、

当該金額が、１万円以上の場合で千円未満の端数があるときはこれを四捨五入

して得た額とするものとし、１０万円以上の場合で１万円未満の端数があると

きはこれを四捨五入して得た額とする。 

 ⑵ 前号に規定するコストの金額から、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担

金、市債その他の特定収入を差し引いた額 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 

４ 前項に規定するコスト表記は、当該イベントの告知等を目的として作成する印

刷物、表示板、ホームページ等の次に掲げる位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の印刷物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。

ただし、裏表紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙

で市民及び職員が見やすい位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の印刷物、表示板等については、余白等の市民及び職員が見やすい

位置 

 ⑶ ホームページについては、市民及び職員が見やすい位置  

 （委託調査事業のコスト表記） 

第５条 所管課長は、委託調査事業を実施したときは、コスト表記をしなければな

らない。 

２ 委託調査事業のコスト表記の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 当該委託調査事業の実施にあたり配当された予算のうち、所管課が当該事業

の実施のために執行する予定の総額。ただし、当該総額が、１万円以上の場合

で千円未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た額とし、１０万円以上

であって１万円未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た額とする。 

 ⑵ 前号に規定するコストの総額から、国庫支出金、県支出金、分担金及び負担

金、市債その他の特定収入を差し引いた額 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、所管課長が表示する必要があると認める事項 
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３ 前項に規定するコスト表記は、当該委託調査事業の成果物（委託により作成さ

れた調査報告書、検査報告書等をいう。以下この項において同じ。）の次に掲げる

位置に表示する。 

 ⑴ 冊子様の成果物については、裏表紙の外側で市民及び職員が見やすい位置。

ただし、裏表紙の外側への表記が困難な場合に限り、表表紙の外側又は背表紙

で市民及び職員が見やすい位置とすることができる。 

 ⑵ 前号以外の成果物については、余白等の市民及び職員が見やすい位置 

 ⑶ ホームページについては、市民及び職員が見やすい位置 

 （適用除外） 

第６条 この要綱の規定は、コスト表記を行うことにより、事業の実施に著しい支

障が生じるおそれのある場合又はコストを算出できない理由がある場合について

は、適用しない。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、コスト表記に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 この要綱による改正後のさいたま市コスト表記実施要綱第３条から第６条までの

規定は、この要綱の施行の日以後に行うコスト表記について適用し、同日前に行う

コスト表記については、なお従前の例による。 
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さいたま市市政情報の写しの交付に係る費用徴収要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が保有する市政に関する情報（以下「市政情報」という。）

の写しの交付に関し、費用徴収その他必要な事項を定めるものとする。 

 

 （写しの交付の請求先） 

第２条 区役所くらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定する

もの（以下「くらし応援室の参事又は副参事」という。）は、市民等から市政情報

の写しの交付を求められたときは、当該市政情報を所管する課（以下「所管課」と

いう。）の長が指定する市政情報の写しを交付するものとする。ただし、当該所管

課の長が直接交付することを妨げない。 

２ くらし応援室の参事又は副参事及び所管課の長（以下「くらし応援室の参事又は

副参事等」という。）は、次に掲げる場合を除き、市民等に対し写しの交付を行う

ものとする。 

 ⑴ 当該市政情報の写しを交付することが著作権法（昭和４５年法律第４８号）の

規定に反する場合 

 ⑵ 他の法令等の規定により当該市政情報の写しの交付をすることが定められてい

る場合 

 ⑶ 所管課の長が、行政情報又は保有個人情報の開示請求として受け付けることが

適当であると認める場合 

 ⑷ その他所管課の長が当該市政情報の写しの交付をしないことが適当であると認

める場合 

 

 （写しの交付の方法） 

第３条 くらし応援室の参事又は副参事等による市政情報の写しの交付の方法は、次

に掲げるとおりとする。 
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⑴ 文書、図画、写真又はフィルムに該当するもの さいたま市情報公開条例施行

規則（平成１３年さいたま市規則第１８号。以下「規則」という。）第８条第５

項の規定に準じて行うものとする。 

 ⑵ 電磁的記録に該当するもの 規則第８条第６項の規定に準じて行うものとする。 

 

 （写しの交付部数） 

第４条 市政情報の写しの交付部数は、市政情報１件につき１部とする。ただし、次

に掲げる場合であって、市民等が希望するときは、くらし応援室の参事又は副参事

等は、複数の市政情報を１面に印刷し、１部として交付を行うことができる。 

⑴ 複数の市政情報を複写機で複写する場合であって、１度に一括して複写するこ

とが容易であるとくらし応援室の参事又は副参事等が認める場合 

⑵ 電磁的記録を印刷する場合であって、複数の市政情報を１度に一括して印刷す

ることが容易であるとくらし応援室の参事又は副参事等が認める場合 

 

 （写しの交付に係る費用徴収） 

第５条 くらし応援室の参事又は副参事等は、市政情報の写しの交付を行った場合は、

次に掲げるものの交付を行う場合を除き、当該市政情報の写しの交付を受けた者か

ら、別表に掲げる金額を実費として徴収するものとする。 

⑴ 所管課の長が、市民等に無償で提供する目的で作成したもの 

 ⑵ 所管課の長が、パブリシティとして市民等に無償で提供する必要があると認め

るもの 

 ⑶ その他所管課の長が、事務事業の遂行上、市民等に無償で提供する必要がある

と認めるもの 

２ 前項の規定による費用の徴収は、くらし応援室の参事又は副参事等が市政情報の 

写しの交付と引き換えに行うものとする。 

３ くらし応援室の参事又は副参事等は、費用の徴収をしたときの領収書の取扱いは、

さいたま市会計規則第 26 条の規定に準じて行うものとする。 

４ 第１項の規定により徴収した費用は、還付しない。ただし、市長が正当な理由が

あると認めるときは、この限りでない。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１３年５月１日から実施する。 

２ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

３ この要領は、平成２６年２月１日から施行する。 

４ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

５ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表の改正は、同年７

月１日から施行する。 

６ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

７ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

市 政 情 報 の種 類  写 しの作 成 の方 法  写 しの作 成 に要 する

費 用  

文 書 、図 画 及 び写

真  

複 写 機 による写 しの作 成 (日 本 産 業

規 格 A 列 3 番 以 下 の大 きさの用 紙

に複 写 する場 合 ) 

白 黒  1 枚 につき 10 円  

カラー 1 枚 につき 20 円  

複 写 機 による写 しの作 成 (日 本 産 業 規 格 A 列 3 番 を

超 える大 きさの用 紙 に複 写 する場 合 ) 

実 費 相 当 額  

マイクロフィルム 用 紙 への印 刷 による写 しの作 成  白 黒  1 枚 につき 10 円  

写 真 フィルム 印 画 紙 への印 画 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

スライド 印 画 紙 への印 画 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

映 画 フィルム ビデオカセットテープへの複 写 による写 しの作 成  実 費 相 当 額  

電 磁 的 記 録  録 音 カセットテープへの複 写 による写 しの作 成  1 巻 につき 120 円  

録 音 ディスクへの複 写 による写 しの作 成  1 枚 につき 150 円  

ビデオカセットテープへの複 写 による写 しの作 成  1 巻 につき 200 円  

用 紙 への出 力 による写 しの作 成 （ 日

本 産 業 規 格 A 列 3 番 以 下 の大 きさ

の用 紙 に出 力 する場 合 ) 

白 黒  1 枚 につき 10 円  

カラー 1 枚 につき 20 円  

用 紙 への出 力 による写 しの作 成 (日 本 産 業 規 格 A 列

3 番 を超 える大 きさの用 紙 に出 力 する場 合 ) 

実 費 相 当 額  

フレキシブルディスクカートリッジへの複 写 による写 しの

作 成  

1 枚 につき 50 円  

光 ディスク(容 量 700 メガバイトのもの)への複 写 による

写 しの作 成  

1 枚 につき 60 円  

光 ディスク(容 量 4.7 ギガバイトのもの)への複 写 による

写 しの作 成  

1 枚 につき 100 円  

備考  

1 1 枚の用紙の両面に複写、印刷又は出力した場合の写しの作成に要する費用

は、2 枚として計算する。 

2 この表により難い場合の費用の額は、当該市政情報の写しの作成に要する費

用の実費に相当する額とする。 
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